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廃止措置計画の審査基準規則要求とＴＣＡ廃止措置計画認可申請書（補正案）の対比表 

試験炉規則 

（2020/4/1 施行） 

発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準 

（2020/4/1 改訂） 

ＴＣＡ廃止措置計画認可申請書（補正案） 

 ２．申請書記載事項に対する審査基準  

（廃止措置計画の認

可の申請） 

第 16条の 6 法第四

十三条の三の二第

二項の規定により廃

止措置計画の認可

を受けようとする者

は、廃止しようとする

試験研究用等原子

炉ごとに、次の各号

に掲げる事項につい

て廃止措置計画を定

め、これを記載した

申請書を原子力規

制委員会に提出しな

ければならない。 

五 前号の施設のう

ち解体の対象となる

施設及びその解体

の方法 

 

試験炉規則第 16 条の 6 第 1 項第 5 号 

（１）解体の対象となる施設及びその解体の方法 

１）解体する原子炉施設  

原子炉設置者による廃止措置については、廃止措置が終了し、その結果が原子力規制委員会規

則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けたときに、設置の

許可は、その効力を失うこととなっている。 

また、旧原子炉設置者等による廃止措置については、廃止措置が終了し、その結果が原子力

規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けるま

での間は、なお原子炉設置者とみなされる。 

こうしたことから、廃止措置計画に記載することとされている解体する原子炉施設については、

原子炉施設に係る設置の許可がなされたところにより、廃止措置対象施設の範囲を特定するとと

もに、廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設が示されていること。 

 

２）解体の方法 

原子炉施設の廃止措置は、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉に

よる災害の防止上適切（支障がないもの）であることが求められる。 

すなわち、原子炉の運転を恒久的に停止した後には、まず、 発電用原子炉にあっては、原子

炉の炉心からの使用済燃料を取出し、及び 試験研究用等原子炉にあっては、機能停止措置（原

子炉における核分裂の発生能力を除去することにより原子炉の機能を停止させるための措置）が

講じられる必要がある。  

 

原子炉施設の解体撤去作業の実施に当たっては、公衆及び放射線業務従事者の受ける線量

の抑制又は低減の観点から、施設内に残存する放射性物質の種類、数量及び分布や放射性廃

棄物の発生量を事前に評価した上で、解体撤去作業前の除染実施の検討や、放射性機器等の解

体撤去時期の検討等により解体撤去の手順及び工法の選定がなされる必要がある。また、廃止

措置の進捗に応じて、保安のために必要な原子炉施設の維持管理、放射性廃棄物の処理等に関

する措置が講じられる必要がある。 

ここで、原子炉施設の廃止措置は、一般的に、原子炉の機能停止、燃料体等の撤去及び搬出、

系統の隔離や施設の密閉、原子炉施設内の残存放射能の時間的減衰を図るための安全貯蔵を

経て、最終的に施設の解体撤去作業が、長期間をかけて行われる。 

こうしたことを踏まえ、 

〇解体の方法においては、原子炉施設の廃止措置期間全体を見通し、以下のような段階とその

段階ごとに講じる措置が示されていること。また、各工事の着手要件、完了要件が適切に設定さ

四 廃止措置の対象となる試験研究用等原子炉施設及びその敷地 

 

１．廃止措置対象施設 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の原子力科学研究所では、｢核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律｣（昭和 32 年６月 10 日法律第 166 号。以下 ｢原子炉等規制法｣ という。）に基づき許

可（令和２年８月 21 日付け原規規発第 2008214 号）を受けた原子炉設置変更許可申請書に記載しているとおり、

複数の原子炉施設（ＪＲＲ－３、ＪＲＲ－４、ＮＳＲＲ等）の設置許可を受けている。 

本廃止措置計画により廃止措置を申請する原子炉施設は、昭和 36 年 11 月 28 日に原子炉等規制法第 27 条

第１項に基づく原子炉施設の設計及び工事の方法の認可を受けて原子炉施設を設置したＴＣＡ（軽水臨界実験

装置）（以下「ＴＣＡ」という。）施設である。ＴＣＡ施設における原子炉設置変更許可の経緯を表４－１に示す。 

ＴＣＡ施設は、炉室建家（炉室）、附属建家（燃料貯蔵室、作業室、第１貯蔵室、第２貯蔵室、汚染検査室、除染

室、制御室、測定室、機械室（電気機械室）、居室等）、機械室、廃水タンク室、排風機エリア及び排気筒、並びに

これらの建家・エリア内外に設置されている全ての施設・設備に加えて、原子力科学研究所の原子炉施設の共通

施設である放射性廃棄物の廃棄施設の放射性廃棄物処理場、並びに放射線管理施設の屋外管理用の主要な

設備のうちモニタリングポスト、モニタリングステーション装置、中央監視装置及び環境放射線観測車によって構

成されている。ＴＣＡ施設の廃止措置対象施設を表４－２に示す。 

これらのうち解体対象施設は、炉室建家、附属建家、機械室、廃水タンク室、排風機エリア及び排気筒、並び

にこれらの建家・エリア内外に設置されている全ての施設・設備である。なお、管理区域を有する施設は、炉室、

燃料貯蔵室、作業室、第１貯蔵室、第２貯蔵室、汚染検査室及び除染室である。 

放射性廃棄物の廃棄施設の放射性廃棄物処理場、放射線管理施設の屋外管理用の主要な設備のうちモニタ

リングポスト、モニタリングステーション装置、中央監視装置及び環境放射線観測車は、原子力科学研究所の原

子炉施設の共通施設であることから、廃止措置終了後にＴＣＡ施設としての許可はその効力を失うが、他の原子

炉施設の共通施設として引き続き使用するため、解体対象施設とはしない。 

ＴＣＡ施設の鳥瞰図を図４－１に、解体対象施設を図４－２に、管理区域の範囲を図４－３に示す。 

ＴＣＡ施設は、我が国最初の軽水型動力試験炉（ＪＰＤＲ）の核特性についてより深く研究することを目的として

設置され、その後、ウラン及びプルトニウムを燃料とする軽水減速炉心の基本的な核特性の研究、各種改良炉

心に関する実験等に用いられ、我が国の軽水炉開発に寄与してきた。ＴＣＡは、1962年８月 23日に初臨界を達成

した後、2010 年 11 月まで 11,835 回の運転を行った。その間の全運転時間は 10,499 時間であり、総積算出力は

13,923Wh となった。 

 

２．廃止措置対象施設の敷地 

 敷地内には、正門の南東約 450ｍにＪＲＲ－２原子炉施設が設けられ、その周辺にはＪＲＲ－３原子炉施設（南

約 200ｍ）及びＪＲＲ－４原子炉施設（南約 300ｍ）の各施設がある。また、正門の東約 800ｍの海岸寄りの位置に
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試験炉規則 

（2020/4/1 施行） 

発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準 

（2020/4/1 改訂） 

ＴＣＡ廃止措置計画認可申請書（補正案） 

れていること。 

 

①試験研究用原子炉及び発電用原子炉の機能停止から燃料体搬出までの段階  

試験研究用原子炉及び発電用原子炉の機能停止のための措置として、炉心からすべての燃料体

が取り出され、炉心への燃料体の再装荷を不可とするような措置が講じられるとともに、燃料体は

核燃料物質貯蔵設備に保管され、同設備の解体開始前に原子炉施設外へ搬出されること。  

原子炉格納施設、換気設備及び廃棄設備等の閉じ込め機能が確保され、当該機能の確保に関

連する放射線管理設備、電源設備等の機能が確保されること。 

 

②燃料体搬出後から解体撤去までの段階  

原子炉格納施設、換気設備及び廃棄設備等の閉じ込め機能が確保され、当該機能の確保に関

連する放射線管理設備、電源設備等の機能が確保されること。 

 

③解体撤去段階  

原子炉施設内に残存する放射性物質の評価を基に、核燃料物質による汚染の適切な除去、核燃

料物質によって汚染された物の適切な廃棄等が行われること。 

 

○発電用原子炉施設については、廃止措置計画に係る原子炉の炉心から使用済燃料が取り出さ

れていることが、認可の基準となっていることから、申請に先立ち炉心から燃料を取り出しているこ

と。 

 

○発電用原子炉施設において、使用済燃料貯蔵施設に使用済燃料が存在する間は、使用済燃

料貯蔵施設から冷却水が大量に漏えいする事象等を考慮し、使用済燃料の著しい損傷の進行を

緩和し及び臨界を防止するための必要な設備等の重大事故等対処設備の解体について、その機

能を維持管理する期間が適切に評価されていること。あるいは、その設備が不要であることが適

切に評価されていること。 

 

 注） 廃止措置計画の認可申請においては、廃止措置の全期間について試験炉規則、実用炉規

則又は開発炉規則で定められた事項（以下「申請書記載事項」という。）を申請書に記載すること

が必要であるところ、将来実施する個々の工事の安全性等の詳細を申請時以降に定めることが

合理的であると認められる場合にあっては、当該部分（以下「後期工程」という。）の範囲を明確に

した上で、後期工程については、廃止措置の実施体制、試験研究用等原子炉本体及び発電用原

子炉本体の解体の基本方針、廃止措置に要する資金の額及びその調達計画等の廃止措置全体

の見通しの審査に必要な事項が記載されていれば、必要な事項が記載されているものとして取り

扱う。 

ＮＳＲＲ原子炉施設が設けられている。この周辺にはＴＣＡ施設（南約 300ｍ）、ＦＣＡ施設（南約 350ｍ）、ＳＴＡＣＹ

施設及びＴＲＡＣＹ施設（南約 900ｍ）、並びに共通施設としての放射性廃棄物の廃棄施設である放射性廃棄物処

理場（以下「放射性廃棄物処理場」という。）（南約 600ｍ）の各施設がある。ＮＳＲＲ原子炉施設の北約 1,000ｍに

は、第２保管廃棄施設及び使用済燃料貯蔵施設（ＪＲＲ－３原子炉附属施設）がある。また、正門の東約 250ｍに

は、気象観測塔址がある。 

主要な原子炉施設から西側敷地境界までの最短距離は、ＪＲＲ－２原子炉施設が約 320ｍ、ＪＲＲ－３原子炉

施設が約 340ｍ、ＪＲＲ－４原子炉施設が約 330ｍ、ＮＳＲＲ原子炉施設が約 580ｍ、ＳＴＡＣＹ施設及びＴＲＡＣＹ施

設が約 480ｍである。 

ＮＳＲＲ原子炉施設の放水口はＮＳＲＲ原子炉施設の東側海岸にあり、その南方約 90ｍの海岸にＦＣＡ施設及

びＴＣＡ施設が共用している放水口、さらに南方約 560ｍの海岸にその他の原子炉施設の放水口がある。 

なお、ＮＳＲＲ原子炉施設の北約 250ｍには日本原子力発電株式会社の敷地が、正門の北東約 400ｍには東

京大学大学院工学系研究科原子力専攻の敷地がある。 

原子力科学研究所の敷地図を図４－４に示す。 

 

３．廃止措置の基本方針 

ＴＣＡ施設の廃止措置における基本方針は、次のとおりである。 

(1) ＴＣＡ施設の廃止措置は、本廃止措置計画の認可以降、本廃止措置計画に基づき実施する。 

(2) 残存する各施設・設備について、廃止措置の各過程に応じて要求される性能を原子力科学研究所原子炉施

設保安規定（以下「保安規定」という。）に基づき維持し、廃止措置中のＴＣＡ施設の放射線管理、廃棄物管

理等を適切に行う。また、安全対策として汚染の拡大防止対策、被ばく低減対策、事故防止対策等を講じ、

施設の運転期間中に準じた安全確保を図る。 

(3) 燃料は、原子力科学研究所のＳＴＡＣＹ施設に引き渡す。 

 

４．廃止措置計画の概要 

ＴＣＡ施設の廃止措置は、第１段階（原子炉の機能停止から燃料搬出までの段階）、第２段階（維持管理段

階）、第３段階（解体撤去段階）の順に３段階に区分して実施する。各段階の概要は、次のとおりである。 

 

(1) 第１段階（原子炉の機能停止から燃料搬出までの段階） 

 本廃止措置計画の認可を得た時点で第１段階とし、原子炉の機能停止措置及び燃料搬出を行う。 

 原子炉の機能停止措置として、炉心タンク内への燃料の再装荷を不可とするため、炉心タンク上部開放部の閉

止措置を実施する。閉止措置は、炉心タンク内に挿入されている安全板（３基）、核計装検出器（６本）、水位制限装置

（３基）、温度計（３本）及び起動用中性子源のガイド管（１本）を取り外した後、炉心タンク上部にステンレス製の蓋を溶

接で取り付けることにより行う。炉心タンク内に設置されている格子板については、取り外しは行わない。なお、炉心の

現状は、全ての燃料が取り出し済みであり、軽水も排水状態である。 

燃料は、「八．核燃料物質の管理及び譲渡し」に基づき、原子力科学研究所のＳＴＡＣＹ施設に引き渡す。 
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試験炉規則 

（2020/4/1 施行） 

発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準 

（2020/4/1 改訂） 

ＴＣＡ廃止措置計画認可申請書（補正案） 

 

なお、この場合においては、申請後に、後期工程に着手するまでに申請書記載事項の詳細を確定

させ廃止措置計画の変更認可を受ける旨の記載があることを確認する。 

また、解体対象施設の汚染状況調査を行う。汚染状況の調査では、サンプルを採取して放射能量を測定し、解析結

果との比較を行う。 

 

(2) 第２段階（維持管理段階） 

燃料の搬出が完了した時点で、第１段階から第２段階へ移行する。第２段階では、第３段階の解体撤去工事に

着手するまでの間、各建家及びそれらの維持管理に必要となる施設・設備について維持管理を行う。第２段階の

期間は、日本原子力研究開発機構の施設中長期計画に従って 2025 年度までの予定とする。 

第２段階において、第３段階における解体撤去のための準備作業として、解体対象施設の汚染状況を調査し

た上で解体手順の検討を行う。汚染状況の調査では、サンプルを採取して放射能量を測定し、解析結果との比

較を行う。その後、これらの調査結果を踏まえた解体方法及び手順、並びに解体廃棄物の管理方法の検討を行

うと共に、放射性廃棄物処理場への搬出計画の検討及び調整を行う。また、上記の事項を踏まえた、解体撤去

工事を実施するための廃止措置計画変更及び保安規定変更を行う。なお、この間、ALARA（As Low As 

Reasonably Achievable）の考え方に基づく解体作業員の被ばく低減のため、放射化汚染物質の放射能の減衰も

図る。 

 

(3) 第３段階（解体撤去段階） 

解体撤去工事の着手予定時期である 2026 年度を目途に、解体撤去工事の詳細を定めた本廃止措置計画の変

更認可申請の認可を受けた時点で、第２段階から第３段階に移行し、解体撤去工事に着手する。 

 

五．解体の対象となる施設及びその解体の方法 

１．解体の対象となる施設 

解体撤去工事では、炉室建家、附属建家、機械室、廃水タンク室、排風機エリア及び排気筒、並びにこれらの

建家・エリア内外に設置されている全ての施設・設備を解体撤去し、管理区域を有する施設は汚染状況を確認し

たうえで管理区域を順次解除する。その後、全ての建家を解体し、土地に汚染の無いことを確認する。 

 

２．解体の方法 

第３段階に係る解体撤去工事については、燃料の搬出が完了していること、及び「九．核燃料物質による汚染

の除去 １．汚染の状況」に示すとおり、放射線被ばくのリスクが極めて小さい施設の状況を考慮し、管理区域内

に設置されている施設・設備は「九．核燃料物質による汚染の除去  ２．汚染の除去の方法」に示す方法により汚

染を除去した後、解体撤去を行う。管理区域内の施設・設備の解体撤去後、汚染の状況の確認のうえ、保安規

定に定める管理区域を順次解除する。 

その後、建家等の構造物は、粉塵障害対策等の一般安全対策を講じたうえで、ジャイアントブレーカ等の大型

重機、クレーン等を用いて解体する。これらの解体に当たっては、ＦＣＡ施設等の周辺施設への影響を考慮したう

えで実施する。解体後、土地に汚染の無いことを確認する。 

放射性廃棄物は、放射性廃棄物処理場へ引き渡す。放射性廃棄物の放射性廃棄物処理場への引き渡しが



4 

試験炉規則 

（2020/4/1 施行） 

発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準 
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全て完了することでＴＣＡ施設の共通施設から放射性廃棄物処理場を解除し、放射性廃棄物処理場は、他の原

子炉施設の共通施設とする。なお、放射性廃棄物処理場に引き渡した放射性廃棄物は、放射性廃棄物処理場

が管理する。 

廃止措置を終了した後、原子炉等規制法第 43 条の３の２第３項において準用する同法第 12 条の６第８項に

基づく廃止措置の終了の確認（以下｢廃止措置終了確認｣という。)を受ける。 

なお、第３段階に係る詳細事項については、解体撤去工事に着手する前に、本廃止措置計画の変更認可申請を行

うことにより示すこととする。 

廃止措置終了後の状態を図５－１に示す。 

 

３．安全対策 

廃止措置期間中においては、以下に示す汚染の拡大防止対策、被ばく低減対策、事故防止対策、並びに原

子炉施設への第三者の不法な接近及び侵入の防止対策を講じるとともに、施設の運転期間中に準じた安全確

保を図る。 

 

3.1 汚染の拡大防止対策 

汚染の拡大防止対策を含む作業計画を立案し、必要に応じて汚染拡大防止の養生、集塵装置及び高性能フ

ィルタ付局所排気装置の使用等の措置を行い、汚染拡大を防止する。 

 

3.2 被ばく低減対策 

作業に当たっては、ALARA（As Low As Reasonably Achievable）の考え方に基づき、放射線業務従事者及び一

般公衆の被ばくの低減に努める。このため、あらかじめ作業環境の放射線モニタリングを実施するとともに、残存

放射性物質の量及び放射性廃棄物の発生量を評価し、作業計画の立案に資する。また、作業計画に基づき、適

切な遮蔽体の設置、集塵装置及び高性能フィルタ付局所排気装置の使用、並びに防護マスク及び防護衣の着

用等により、放射線業務従事者の外部及び内部被ばくを低減する。さらに気体廃棄物の廃棄設備及び液体廃棄

物の廃棄設備を適切に用いることにより、気体状及び液体状の放射性物質の施設外への放出を抑制し、一般公

衆の被ばくの低減を図る。 

 

3.3 事故防止対策 

作業に当たっては、あらかじめ事故の誘因となる人為事象及び自然事象に留意して労働災害に対する防止対

策を検討し、それに基づいた作業計画を立案し、安全確保に必要な措置を行う。さらに、必要に応じて、訓練及び

試行・試験を行い、安全対策の徹底を図る。また、その他の一般労働災害防止対策として、停電対策、感電防止

対策、墜落・落下防止対策、火災・爆発防止対策、粉塵障害防止対策、閉所作業安全対策及び地震等の自然

事象に対する安全対策を検討し、必要な対策を講じる。 

 

3.4 原子炉施設への不法な接近及び侵入の防止対策 
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管理区域の出入口において出入管理を行うとともに、適切な施錠管理を行い、第三者の不法な接近及び侵入

を防止する。 

 

六 性能維持施設 

 

試験炉規則第 16 条の 6 第 1 項第 6 号 

（２）廃止措置期間中に性能を維持すべき施設 

公衆及び放射線業務従事者の受ける線量の抑制又は低減の観点から、廃止措置対象施設内

に残存する放射性物質の数量及び分布等を踏まえ、立案された核燃料物質による汚染の除去手

順、設備・機器又は施設の解体手順等の措置との関係において、廃止措置期間中に性能を維持

すべき施設（以下「性能維持施設」という。）が、廃止措置期間を見通した廃止措置の段階ごとに適

切に設定されており、性能維持施設を維持管理するための基本的な考え方が示されていること。

また、これに基づき選定された具体的な設備が施設区分ごとに示されていること。 

六．廃止措置期間中に性能を維持すべき試験研究用等原子炉施設 

１．廃止措置期間中の原子炉施設の維持管理 

廃止措置期間中に性能を維持すべき試験研究用等原子炉施設（以下「性能維持施設」という。）については、原子炉

施設外への放射性物質の放出抑制、放射性廃棄物の処理処分及び放射線業務従事者が受ける放射線被ばくの低減

といった観点から決定し、保安規定に基づき、廃止措置の各過程に応じて要求される性能を維持することとする。 

 

七 性能維持施設の

位置、構造及び設備

並びにその性能並び

にその性能を維持す

べき期間 

 

試験炉規則第 16 条の 6 第 1 項第 7 号 

（３）性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間 

（２）で選定された性能維持施設について、それぞれ位置、構造及び設備並びにその性能並びに

その性能を維持すべき期間が示されていること。また、ここで示される性能維持施設の性能につい

ては、性能維持施設が維持すべき機能ごとに、その性能を満たすために必要な仕様等（以下単に

「必要な仕様等」という。）が示されていること。 

また、原子炉施設を解体する工事を実施するに当たって、公衆及び放射線業務従事者の受け

る線量を抑制し、又は低減する観点その他の原子力安全の観点から、専ら廃止措置で使用する

ために導入する施設又は設備において、当該施設又は設備の設計及び工事の方法に関すること

が示されていること。 

研究開発段階発電用原子炉にあっては、（２）で選定された性能維持施設について、技術上の

基準により難い特別の事情がある場合は、当該事情を明らかにするとともに、発電用原子炉施設

の現況や技術上の基準等に照らし適切な方法により性能維持施設を維持すること、必要な仕様

等を満たすこと等が示されていること。 

七．性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間 

性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間を表７－１に示す。 

原子力科学研究所の原子炉施設の共通施設である放射性廃棄物の廃棄施設の放射性廃棄物処理場、並びに放

射線管理施設の屋外管理用の主要な設備のうちモニタリングポスト、モニタリングステーション装置、中央監視装置及

び環境放射線観測車は、廃止措置中維持管理し、ＴＣＡ施設の廃止措置終了後も他の原子炉施設の共通施設として

維持管理する。 

また、解体撤去工事を実施するに当たって、専ら廃止措置のために使用する施設又は設備を導入する場合におい

ては、当該施設又は設備の設計及び工事の方法に関することを解体撤去工事に着手するまでに、本廃止措置計画の

変更認可申請を行うことにより示すこととする。 
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八 核燃料物質の管

理及び譲渡し 

試験炉規則第 16 条の 6 第 1 項第 8 号 

（４）核燃料物質の管理及び譲渡し 

廃止措置対象の原子炉施設の全ての核燃料物質が適切な譲渡し先に譲渡されること等を示し、

このうち使用済燃料については、設置許可を受けた「使用済燃料の処分の方法」に従い、適切な

譲渡し等の措置が示されており、核燃料物質の譲渡し等に当たっては、以下の措置を講じること

が示されていることを確認する。 

① 核燃料物質の存在場所と種類・数量の確認 

廃止措置開始時点における核燃料物質の存在場所と種類・数量が確認されること。 

② 核燃料物質の保管 

核燃料物質は、搬出までの間、核燃料物質貯蔵設備に保管されること。 

③ 核燃料物質の搬出、輸送 

核燃料物質の搬出、輸送に当たっては、関係法令に従った措置が講じられること。 

④ 核燃料物質の譲渡し先 

○原子炉設置者については、法第６１条第３号又は４号、第９号及び第１１号 

○旧原子炉設置者等については、法第６１条第１０号 

の規定に従って、核燃料物質の譲渡し先が選定されていること。 

八．核燃料物質の管理及び譲渡し 

１．核燃料物質の譲渡しの方針 

燃料は、最終運転後に炉心から取出し、現在は炉心から取出した燃料を含む保有する全ての燃料をＴＣＡ施設の核

燃料物質の貯蔵施設において貯蔵中である。 

燃料については、その全量を原子力科学研究所のＳＴＡＣＹ施設に引き渡す。また、使用履歴等の情報も引き渡し、

引き渡した燃料は、ＳＴＡＣＹ施設の燃料として管理する。 

 

２．核燃料物質の譲渡しのための措置 

核燃料物質のＳＴＡＣＹ施設への引渡しに当たっては、以下の措置を実施する。 

 

(1) 核燃料物質の存在場所と種類、数量の確認 

使用済燃料は、ＴＣＡ施設の燃料貯蔵室の燃料要素格納容器11体に1,857本（酸化ウラン燃料1,723本（ウラン量

約     ）、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料104本（プルトニウム量約     、ウラン量約     ）、酸化トリウ

ム燃料30本（トリウム量約     ））を貯蔵している。 

 

(2) 核燃料物質の貯蔵 

使用済燃料は、搬出までの間、燃料貯蔵室の燃料要素格納容器に貯蔵する。 

 

(3) 核燃料物質の搬出、輸送 

使用済燃料は、輸送容器に収納のうえ、2020年度までに搬出する予定である。使用済燃料の搬出及び輸送に当た

っては、保安規定等に従った措置を講ずる。 

 

(4) 核燃料物質の譲渡し先の選定 

使用済燃料の引渡し先は、原子力科学研究所のＳＴＡＣＹ施設とする。 
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九 核燃料物質によ

る汚染の除去 

試験炉規則第 16 条の 6 第 1 項第 9 号 

（５）核燃料物質による汚染の除去 

廃止措置対象の原子炉施設における核燃料物質による汚染の分布等の事前評価結果、汚染の

除去の方法及び安全管理上の措置の内容が示されていること。 

九．核燃料物質による汚染の除去 

１．汚染の状況 

施設に残存する放射性物質は、放射化汚染物質と二次汚染物質に分けられる。 

放射化汚染物質は、主として、原子炉運転中に中性子照射により施設・設備が放射化することにより発生する。その

評価対象機器は、炉室内に設置されている原子炉本体（炉心タンク等）、炉心タンク回り機器（水位微調整ピストン、オ

ーバーフロータンク等）、炉心タンク架台、配管、ダンプタンク、構造物等である。 

二次汚染物質は、主として、原子炉の運転に伴い発生した放射性腐食生成物等が施設・設備の表面に付着すること

によって発生する。その評価対象機器は、炉心タンク水と接触する炉心タンク、ダンプタンク、純水装置（脱塩器）、廃水

タンク、廃水ピット、配管等である。 

炉室内に設置されている施設・設備及び炉室は、「添付書類四．核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関

する説明書」で示した放射化汚染物質等の評価結果から、極少量の放射化汚染が存在するが、放射性腐食生成物等

による二次汚染も極めてわずかであると評価できる。 

また、燃料貯蔵室、作業室、第１貯蔵室、第２貯蔵室、汚染検査室、除染室、廃水タンク室及び炉室地階内の液体廃

棄物の廃棄設備、排風機エリア内等の気体廃棄物の廃棄設備は、使用来歴及び放射線管理記録等から二次汚染量

は極めてわずかであると評価できる。 

汚染の状況の評価結果は、次のとおりである。ここでは本廃止措置計画の認可申請の近傍時期となる原子炉停止

後約６年（2017年３月末）経過時及び解体撤去工事時期（2026年４月以降）を想定し安全側となるように原子炉停止後

約10年（2021年３月末）経過時を評価時期とする。主な施設の推定汚染分布を図９－１に示す。 

 

1.1 放射化汚染物質 

原子炉停止後約６年（2017年３月末）経過時の放射化汚染物質の推定放射能量は約1.5×107Bq、主要な放射性核

種は、Fe-55、Co-60、Ni-63等である。放射能量が大きい機器は炉心タンク及び炉心タンク回り機器類である。また、原

子炉停止後約10年（2021年３月末）経過時の放射化汚染物質の推定放射能量は約1.0×107Bqとなり、主要な放射性

核種は、Fe-55、Co-60、Ni-63等である。なお、放射化汚染物質の総重量は約４ｔである。 

 

1.2 二次汚染物質 

原子炉停止後約６年（2017年３月末）経過時の二次汚染物質の推定放射能量は約6.1×105Bq、主要な放射性核種

は、Co-60等である。 

二次汚染物質の放射能量は、表面密度に評価対象機器の表面積を乗じて評価した。表面密度については、表面汚

染検査計等により測定した結果、評価対象機器である炉心タンク、ダンプタンク、純水装置（脱塩器）、廃水タンク、廃水

ピット、配管等のうち最も二次汚染の影響が大きいと想定される炉心タンクにおいて有意な汚染は検出されなかった。

このため、二次汚染物質の放射能量の評価における表面密度は、測定時の検出限界値0.4Bq/cm2を用いた。なお、二

次汚染物質の総重量は約６ｔである。 

 

２．汚染の除去の方法 
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放射化汚染物質については、放射化汚染を生じている施設・設備の放射化汚染を生じている部分を取り除くための

切断、又は放射化汚染を生じている施設・設備全体の解体撤去により、汚染の除去を行う。 

二次汚染物質については、可能な限り、洗浄、拭き取り等により汚染の除去を行う。 

汚染の除去に当たっては、「１．汚染の状況」に示した汚染の状況の評価結果を勘案し、汚染の除去の方法、被ばく

低減対策等の安全管理上の措置を検討したうえで実施する。 

なお、汚染の除去の方法に係る詳細事項については、解体撤去工事に着手する前に、本廃止措置計画の変更認可

申請を行うことにより示すこととする。 

十 核燃料物質又は

核燃料物質によつて

汚染された物の廃棄 

試験炉規則第 16 条の 6 第 1 項第 10 号 

（６）核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄 

廃止措置対象の原子炉施設からの放射性廃棄物の適切な廃棄を確実に行うことが示されている

こと。 

なお、放射性固体廃棄物については、適切な廃棄が確実に行われるまでの間は、当該施設の放

射性廃棄物の廃棄施設に保管することが示されていること。 

また、核燃料物質によって汚染された物の廃棄について、以下の措置を講じることが示されている

こと。 

①放射性気体廃棄物の廃棄 

原子炉施設の廃止措置中に発生する放射性気体廃棄物については、原子炉の運転中における

取扱いと同様に措置されること。 

②放射性液体廃棄物の廃棄 

原子炉施設の廃止措置中に発生する放射性液体廃棄物については、原子炉の運転中における

取扱いと同様に措置されること。 

③放射性固体廃棄物の廃棄 

原子炉施設の廃止措置に伴い発生する放射性固体廃棄物については、放射性物質による汚染

の程度により区分されること。また、その発生から処理及び保管等の各段階の取扱いにおいて、

飛散、汚染の拡大及び放射線による被ばくを適切に防止できるよう措置された設備等が用いられ

ること。 

また、原子炉施設の廃止措置中に発生する放射性固体廃棄物については、それらを適切に廃棄

するまでの間の保管容量が確保されること。 

十．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄  

核燃料物質によって汚染された物（放射性気体廃棄物、放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物）の廃棄

の方法は、それぞれ以下のとおりである。 

１．放射性気体廃棄物 

廃止措置の第１段階（原子炉の機能停止から燃料搬出までの段階）及び第２段階（維持管理段階）に発生する放

射性気体廃棄物は、施設の運転段階における原子炉停止時の発生量と同程度であり、従来の廃棄の方法と同

様、気体廃棄物の廃棄設備の高性能フィルタでろ過した後、排気ダストモニタにより、放射性物質の濃度が「核原

料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（平成27年８月31日

原子力規制委員会告示第８号。以下「線量告示」という。）に定める排気中の濃度限度以下であることを連続監視

しながら、排気筒から放出する。図10－１に気体廃棄物の廃棄設備の系統図を示す。 

廃止措置の第３段階（解体撤去段階）に発生する放射性気体廃棄物は、主として、管理区域内で発生した放射

化汚染物質を含む金属等の切断時に発生する放射性物質であるが、従来の廃棄の方法と同様、気体廃棄物の

廃棄設備の高性能フィルタでろ過した後、排気ダストモニタにより、放射性物質の濃度が線量告示に定める排気

中の濃度限度以下であることを連続監視しながら、排気筒から放出する。 

 

２．放射性液体廃棄物 

廃止措置の第１段階（原子炉の機能停止から燃料搬出までの段階）及び第２段階（維持管理段階）に発生する放

射性液体廃棄物は、主として手洗い水であり、施設の運転段階における原子炉停止時の発生量と同程度であ

る。 

放射性液体廃棄物は、従来の廃棄の方法と同様、液体廃棄物の廃棄設備の廃水タンクに一時貯留し、放射

性物質の濃度を確認し、線量告示に定める排水中の濃度限度以下のものについては、原子力科学研究所の一

般排水溝へ排出する。排水中の濃度限度を超えるものについては、原子力科学研究所の放射性廃棄物処理場

へ運搬して処理する。図 10－２に液体廃棄物の廃棄設備の系統図を示す。 

廃止措置の第３段階（解体撤去段階）に発生する放射性液体廃棄物は、主として、解体撤去等を行う作業員が

管理区域から退出する際の手洗い水、汚染の除去等に伴う解体撤去工事の付随廃液であるが、従来の方法と

同様、液体廃棄物の廃棄設備の廃水タンクに一時貯留し、放射性物質の濃度を確認し、線量告示に定める排水

中の濃度限度以下のものについては、原子力科学研究所の一般排水溝へ排出する。排水中の濃度限度を超え

るものについては、原子力科学研究所の放射性廃棄物処理場へ運搬して処理する。 
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３．放射性固体廃棄物 

廃止措置の第１段階（原子炉の機能停止から燃料搬出までの段階）及び第２段階（維持管理段階）で発生する放

射性固体廃棄物は、主として、施設の維持管理に伴い発生する少量かつ汚染レベルの低いものである。 

廃止措置の第１段階及び第２段階に発生する放射性固体廃棄物は、運転段階に発生する廃棄物と同等の発

生量である。これらの放射性固体廃棄物は、保安規定で定める廃棄物保管場所である作業室で保管し、順次原

子力科学研究所の放射性廃棄物処理場に引き渡す。引き渡した放射性固体廃棄物は放射性廃棄物処理場が

管理する。 

廃止措置の第３段階（解体撤去段階）で発生する放射性固体廃棄物は、施設・設備の解体撤去によって発生す

る金属、コンクリート等の解体撤去廃棄物及び解体撤去工事に伴う付随物等が発生する。また、廃止措置の第３

段階の期間中においても、残存している施設・設備の維持管理に伴い汚染レベルの低い廃棄物が発生する。これらの

放射性固体廃棄物は、保安規定で定める廃棄物保管場所である作業室のほか、炉室で保管し、順次原子力科学研

究所の放射性廃棄物処理場に引き渡す。なお、炉室内に設置されている放射化汚染物である解体対象機器の

廃棄物は、炉室以外に保管しない。引き渡した放射性固体廃棄物は放射性廃棄物処理場が管理する。保管に

当たっては、炉室を廃棄物保管場所として保安規定で指定するとともに、対象とする固体廃棄物の管理方法を保

安規定等に定め、安全上必要な措置を講じた上で適切に管理する。 

固体廃棄物のうち、放射性物質として扱う必要のある物は、放射性物質による汚染の程度により区分を行い、

原子力科学研究所の放射性廃棄物処理場へ引き渡し、処理した後、保管廃棄施設で保管廃棄する。その際、保

管廃棄施設の保管廃棄容量を超えることがないように、解体撤去工事計画の管理を行う。また、その発生から保

管等の各段階の取扱いにおいて、飛散、汚染の拡大及び放射線による被ばくを適切に防止するための措置とし

て、ビニールシートによる梱包、容器への収納、汚染検査及び線量当量率の測定を行う。 

放射化汚染した廃棄物の保管場所となる炉室は、原子炉運転を考慮して設計されているため、廃止措置期間

中の解体廃棄物の保管に必要な遮へい及び閉じ込めの機能を有しており、これらの機能は廃止措置期間中も維

持される。さらに、解体対象機器の放射能量は今後増加するおそれはない。 

設備機器の解体段階では、金属等の廃棄物が 200 リットルドラム缶に換算して約 175 本発生する。また、金属

等の廃棄物を搬出後、管理区域解除のためのコンクリート掘削を行う段階では、管理区域解除のためのコンクリ

ート掘削により発生するコンクリート廃棄物が 200 リットルドラム缶に換算して約 340 本発生する。これらの廃棄物

の保管場所となる炉室は地下 1 階、地上 1 階の構造で、寸法は地階が 9.8ｍ×7.4ｍ×高さ 3.6ｍ、1 階が 9.8ｍ

×7.1ｍ×高さ 11ｍであり、200 リットルドラム缶に換算して約 450 本の廃棄物を保管可能である。 

なお、原子炉等規制法第 61 条の２に基づく放射能濃度についての確認を受け、放射性物質として扱う必要が

ない物として認められた物は、再利用又は産業廃棄物として処理処分を行うなど、放射性固体廃棄物の低減を

図る。 

廃止措置の第３段階に係る解体撤去工事において発生する放射性固体廃棄物及び放射性物質として扱う必

要がない物の推定発生量を表 10－１、放射能レベル区分の適用基準を表 10－２に示す。 
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十一 廃止措置の工

程 

試験炉規則第 16 条の 6 第 1 項第 11 号 

（７）廃止措置の工程 

原子炉施設の廃止措置は、一般的に、原子炉からの核燃料の取り出し等の原子炉の機能停止、

系統の隔離や密閉、原子炉施設の解体撤去等段階的に長期にわたり実施される。このような廃

止措置期間中、原子炉施設の解体撤去に当たっては、公衆及び放射線業務従事者の受ける線量

の抑制又は低減の観点から、保安のために必要な原子炉施設を適切に維持管理しつつ作業が実

施されること。 

こうしたことに鑑み、廃止措置の全体計画として、廃止措置の着手時期、維持管理期間、解体撤

去工事に着手する時期及び終了時期を示すために、廃止措置の方針・手順を時間軸の単位を年

度として工程表により示すとともに、その概要が説明されていること。 

 

 

十一．廃止措置の工程 

ＴＣＡ施設の廃止措置全体工程を表 11－１に示す。各工程の概要は、以下のとおりである。 

(1) 第１段階（原子炉の機能停止から燃料搬出までの段階） 

第１段階では、原子炉の機能停止に係る措置及び燃料搬出を行う。 

原子炉の機能停止措置として、炉心タンク内への燃料の再装荷を不可とするため、炉心タンク上部開放部の

閉止措置を実施する。閉止措置は、炉心タンク内に挿入されている安全板（３基）、核計装検出器（６本）、水位制

限装置（３基）、温度計（３本）及び起動用中性子源のガイド管（１本）を取り外した後、炉心タンク上部にステンレス

製の蓋を溶接で取り付けることにより行う。炉心タンク内に設置されている格子板については、取り外しは行わな

い。なお、炉心の現状は、全ての燃料が取り出し済みであり、軽水も排水状態である。 

燃料は、原子力科学研究所のＳＴＡＣＹ施設に引き渡す。現在、燃料は燃料貯蔵室の燃料要素格納容器に貯

蔵しており、2022 年度までに搬出する予定である。 

また、解体撤去で発生する廃棄物の取扱いに関する事前評価のため、試料採取及び分析を行う。 

 

(2) 第２段階（維持管理段階） 

燃料の搬出が完了した時点で、第１段階から第２段階へ移行する。第２段階では、第３段階の解体撤去工事に

着手するまでの間、各建家及びそれらの維持管理に必要となる施設・設備について維持管理を行う。第２段階の

期間は、2025 年度までの予定とする。 

また、解体撤去で発生する廃棄物の取扱いに関する事前評価のため、試料採取及び分析を行う。 

 

(3) 第３段階（解体撤去段階） 

解体撤去工事の着手予定時期である 2026 年度を目途に、解体撤去工事の詳細を定めた本廃止措置計画の

変更認可申請の認可を受けた時点で、第２段階から第３段階へ移行し、解体撤去工事に着手する。 

解体撤去工事は、以下の工程で行う。 

1) 炉室建家の施設・設備の解体撤去 

2) 附属建家（燃料貯蔵室、作業室等）の施設・設備の解体撤去  

3) 廃水タンク室の施設・設備の解体撤去 

4) 排風機エリア等の施設・設備の解体撤去 

5) 炉室建家、附属建家等の管理区域解除 

6) 建家等の解体 

 

解体撤去工事では、炉室建家（炉室）、附属建家（燃料貯蔵室、作業室、第１貯蔵室、第２貯蔵室、汚染検

査室、除染室、制御室、測定室、機械室（電気機械室）、居室等）、機械室、廃水タンク室、排風機エリア及び排

気筒に設置されている施設・設備の解体撤去を行い、汚染状況を確認したうえで管理区域を順次解除する。そ

の後、全ての建家を解体し、廃止措置を終了した後、廃止措置終了確認を受ける。 
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 注）上記（１）から（７）までにおいて、工場又は事業所に複数の原子炉施設が設置されている場合

においては、複数の原子炉施設のうちその一部の原子炉施設を廃止することが認められている。

このような一部の原子炉施設の廃止の場合には以下に留意する。 

①解体する原子炉の附属施設について 

工場又は事業所に複数の原子炉施設が設置されている場合において、対象原子炉の附属施設を

対象原子炉施設以外の原子炉施設と共用している場合には、その附属施設の取扱いが示されて

いること。 

②核燃料物質の譲渡しの方法について 

工場又は事業所に設置されている複数の原子炉施設のうち、その一部の原子炉施設を廃止する

場合の核燃料物質の譲渡しの方法として、工場又は事業所内の廃止対象外の貯蔵施設（廃止対

象の原子炉施設との共用施設を含む。）において管理をする場合、当該施設の許認可上、管理が

可能な施設であること。 

③放射性固体廃棄物の廃棄について 

工場又は事業所に設置されている複数の原子炉施設のうち、その一部の原子炉施設を廃止する

場合の放射性固体廃棄物の廃棄の方法として、工場又は事業所内の廃止対象外の廃棄施設（廃

止対象の原子炉施設との共用施設を含む。）において管理をする場合、当該施設が許認可上、管

理が可能な施設であること。 

 

 

十二 廃止措置に係

る品質マネジメントシ

ステム 

試験炉規則第 16 条の 6 第 1 項第 12 号 

（８）廃止措置に係る品質マネジメントシステム 

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（令和２年原

子力規制委員会規則第２号）を踏まえ、設置許可申請書等に記載された方針に従って構築された

品質マネジメントシステムに基づく廃止措置に関する一連のプロセスが示されていること。また、構

築された品質マネジメントシステムに基づき廃止措置を実施することが定められていること。 

十二 廃止措置に係るマネジメントシステム 

 廃止措置については、以下に示す品質マネジメントシステムに基づき実施する。 

 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項について、機構

は、次の品質管理体制の計画(以下「品質管理計画」という。)に定める要求事項に従って、保安活動の計画、実施、評

価及び改善を行う。 

 

１．目的 

 機構は、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（令和2年原子力規制

委員会規則第2号）に基づき、原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制を品質マネジメントシス

テムとして構築し、原子力の安全を確保する。 

 

２．適用範囲 

 本品質管理計画の第４章から第８章までは、原子炉施設において実施する保安活動に適用する。 

 

３．定義 

 本品質管理計画における用語の定義は、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に

関する規則及び原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈に従うも

のとする。 

 

４．品質マネジメントシステム 

 

4.1 一般要求事項 

(1) 保安に係る各組織は、本品質管理計画に従い、保安活動に係る品質マネジメントシステムを確立し、実施するとと
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もに、その有効性を維持するために、継続的に改善する。 

(2) 保安に係る各組織は、保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステムを構築し、運用する。その際、次の事

項を考慮する。 

a) 原子炉施設、組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度 

b) 原子炉施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及び

これらに関連する潜在的影響の大きさ 

c) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画され、若しくは実行された場合

に起こり得る影響 

(3) 保安に係る各組織は、原子炉施設に適用される関係法令及び規制要求事項を明確にし、品質マネジメントシステ

ムに必要な文書に反映する。 

(4) 保安に係る各組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確にする。ま

た、保安活動の各プロセスにおいて次の事項を実施する。 

a) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスにより達成される結果を明確にする。 

b) プロセスの順序及び相互関係（組織内のプロセス間の相互関係を含む。）を明確にする。 

c) プロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために、必要な保安活動の状況を示す指標

（該当する安全実績指標を含む。以下「保安活動指標」という。）並びに判断基準及び方法を明確にする。 

d) プロセスの運用並びに監視及び測定に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保する（責任及び権限の明確

化を含む。）。 

e) プロセスの運用状況を監視及び測定し、分析する。ただし、監視及び測定することが困難な場合は、この限りでな

い。 

f) プロセスについて、業務の計画どおりの結果を得るため、かつ、有効性を維持するために必要な処置（プロセスの変

更を含む。）を行う。 

g) プロセス及び組織を品質マネジメントシステムと整合のとれたものにする。 

h) 意思決定のプロセスにおいて対立が生じた場合には、原子力の安全が確保されるように適切に解決する。これには

セキュリティ対策と原子力の安全に係る対策とが互いに与える潜在的な影響を特定し、解決することを含む。 

i) 健全な安全文化を育成し、維持するための取組を実施する。 

(5) 保安に係る各組織は、業務・原子炉施設に係る要求事項への適合に影響を与える保安活動のプロセスを外部委

託する場合には、当該プロセスの管理の方式及び程度を明確にし、管理する。 

(6) 保安に係る各組織は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行う。 

 

 

4.2 文書化に関する要求事項 

 

4.2.1 一般 

 品質マネジメントシステムに関する文書について、保安活動の重要度に応じて作成し、次の文書体系の下に管理す

る。 

(1) 品質方針及び品質目標 

(2) 品質マニュアル 

(3) 規則が要求する手順 

(4) プロセスの効果的な計画、運用及び管理を確実に実施するために必要と判断した指示書、図面等を含む文書 

 

4.2.2 品質マニュアル 

 理事長は、本品質管理計画に基づき、品質マニュアルとして、次の事項を含む品質マネジメント計画を策定し、維持

する。 

a) 品質マネジメントシステムの適用範囲（適用組織を含む。） 

b) 保安活動の計画、実施、評価、改善に関する事項 

c) 品質マネジメントシステムのために作成した文書の参照情報 

d) 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係 
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4.2.3 文書管理 

(1) 保安に係る組織は、品質マネジメントシステムで必要とされる文書を管理し、不適切な使用又は変更を防止する。 

(2) 保安に係る組織は、適切な品質マネジメント文書が利用できるよう、次に掲げる管理の方法を定めた手順を作成す

る。これには、文書改定時等の必要な時に当該文書作成時に使用した根拠等の情報が確認できることを含む。 

a) 発行前に、適切かどうかの観点から文書の妥当性をレビューし、承認する。 

b) 文書は定期的に改定の必要性についてレビューする。また、改定する場合は、文書作成時と同様の手続で承認す

る。 

c）文書の妥当性のレビュー及び見直しを行う場合は、対象となる実施部門の要員を参加させる。 

d) 文書の変更内容の識別及び最新の改定版の識別を確実にする。 

e) 該当する文書の最新の改定版又は適切な版が、必要なときに、必要なところで使用可能な状態にあることを確実に

する。 

f) 文書は、読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。 

g) 品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を明確にし、その配付が

管理されていることを確実にする。 

h) 廃止文書が誤って使用されないようにする。また、これらを何らかの目的で保持する場合には、適切に識別し、管理

する。 

 

4.2.4 記録の管理 

(1) 保安に係る組織は、要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示すために作成する

記録の対象を明確にし、管理する。また、記録は、読みやすく、容易に識別可能かつ検索可能とする。 

(2) 保安に係る組織は、記録の識別、保管、保護、検索の手順、保管期間及び廃棄に関する管理の方法を定めた手順

を作成する。 

 

５．経営者等の責任 

 

5.1 経営者の関与 

 理事長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネジメントシステムの構築、実施及

びその有効性を継続的に改善していることを実証するために、次の事項を行う。 

a) 品質方針を設定する。 

b) 品質目標が設定されていることを確実にする。 

c) 要員が、健全な安全文化を育成し、維持する取組に参画できる環境を整える。 

d) マネジメントレビューを実施する。 

e) 資源が使用できることを確実にする。 

f) 関係法令・規制要求事項を遵守すること及び原子力の安全を確保することの重要性を、組織内に周知する。 

g) 保安活動に関して、担当する業務について理解し遂行する責任を持つことを要員に認識させる。 

h) 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、優先順位及び説明する責任を考慮して確実に行

われるようにする。 

 

5.2 原子力の安全の重視 

 理事長は、原子力の安全の確保を最優先に位置付け、組織の意思決定の際には、業務・原子炉施設に対する要求

事項に適合し、かつ、原子力の安全がその他の事由によって損なわれないようにすることを確実にする。 

 

5.3 品質方針 

(1) 理事長は、次に掲げる事項を満たす品質方針を設定する。これには、安全文化を育成し維持することに関するもの

を含む。 

a) 組織の目的及び状況に対して適切である。 

b) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に対して責任を持って関与することを含
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む。 

c) 品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。 

d) 組織全体に伝達され、理解される。 

e) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に責任を持って関与することを含む。 

 

5.4 計画 

 

5.4.1 品質目標 

(1) 理事長は、保安に係る組織において、毎年度、品質目標（業務・原子炉施設に対する要求事項を満たすために必

要な目標を含む。）が設定されていることを確実にする。また、保安活動の重要度に応じて、品質目標を達成するた

めの計画が作成されることを確実にする。 

(2) 品質目標は、その達成度が判定可能で、品質方針と整合がとれていることを確実にする。 

 

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 

(1) 理事長は、4.1項に規定する要求事項を満たすために、品質マネジメントシステムの実施に当たっての計画を策定

する。 

(2) 理事長は、プロセス、組織等の変更を含む品質マネジメントシステムの変更を計画し、実施する場合には、管理責

任者を通じて、その変更が品質マネジメントシステムの全体の体系に対して矛盾なく、整合性が取れていることをレ

ビューすることにより確実にする。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次の事項を適切に考慮する。 

a) 変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原子力の安全への影響の程度及び必要な処置を含む。） 

b) 品質マネジメントシステムの有効性の維持 

c) 資源の利用可能性 

d) 責任及び権限の割当て 

 

5.5 責任、権限及びコミュニケーション 

 

5.5.1 責任及び権限 

 理事長は、保安に係る組織の責任及び権限を明確にする。また、保安活動に係る業務のプロセスに関する手順とな

る文書を定めさせ、関係する要員が責任を持って業務を遂行するようにする。 

 

5.5.2 管理責任者 

(1) 理事長は、保安活動の実施部門の長、監査プロセスの長を管理責任者として、また本部(監査プロセスを除く。)は

管理者の中から管理責任者を任命する。 

(2) 管理責任者は、与えられている他の責任と関わりなく、それぞれの領域において次に示す責任及び権限をもつ。 

a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施及び維持を確実にする。 

b) 品質マネジメントシステムの実施状況及び改善の必要性の有無について、理事長に報告する。 

c) 組織全体にわたって、安全文化を育成し、維持することにより、原子力の安全を確保するための認識を高めることを

確実にする。 

d) 関係法令を遵守する。 

 

5.5.3 管理者 

(1) 理事長は、管理者に、所掌する業務に関して、次に示す責任及び権限を与えることを確実にする。また、必要に応

じて、管理者に代わり、個別業務のプロセスを管理する責任者を置く場合は、その責任及び権限を文書で明確にす

る。 

a)業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、有効性を継続的に改善する。 

b) 業務に従事する要員の、業務・原子炉施設に対する要求事項についての認識を高める。 

c) 成果を含む業務の実施状況について評価する。 

d) 健全な安全文化を育成し、維持する取組を促進する。 
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e) 関係法令を遵守する。 

(2) 管理者は、前項の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、次に掲げる事

項を確実に実施する。 

a) 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況を監視測定する。 

b) 要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極的に行えるようにする。 

c) 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達する。 

d) 要員に、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を定着させるとともに、要員が、積極的に原子炉施設の保安に関

する問題の報告を行えるようにする。 

e) 要員が、積極的に業務の改善への貢献を行えるようにする。 

(3) 管理者は、品質マネジメントシステムの有効性を評価し、新たに取り組むべき改善の機会を捉えるため、年１回以

上（年度末及び必要に応じて）、自己評価（安全文化について強化すべき分野等に係るものを含む。）を実施する。 

 

5.5.4 内部コミュニケーション 

 理事長は、保安に係る組織内のコミュニケーションが適切に行われることを確実にする。また、マネジメントレビューを

通じて、原子炉施設の品質マネジメントシステムの有効性に関する情報交換が行われることを確実にする。 

 

5.6 マネジメントレビュー 

 

5.6.1 一般 

(1) 理事長は、品質マネジメントシステムが、引き続き適切で、妥当で、かつ有効であることを確実にするために、年１

回以上(年度末及び必要に応じて)、マネジメントレビューを実施する。 

(2) このレビューでは、品質マネジメントシステムの改善の機会の評価及び品質方針を含む品質マネジメントシステム

の変更の必要性の評価も行う。 

 

5.6.2 マネジメントレビューへのインプット 

 管理責任者は、マネジメントレビューへのインプット情報として、次の事項を含め報告する。 

a) 内部監査の結果 

b) 組織の外部の者からの意見 

c) 保安活動に関するプロセスの成果を含む実施状況（品質目標の達成状況を含む。） 

d) 使用前事業者検査、定期事業者検査及び使用前検査（以下「使用前事業者検査等」という。）並びに自主検査等の

結果 

e) 安全文化を育成し、維持するための取組の実施状況（安全文化について強化すべき分野等に係る自己評価の結果

を含む。） 

f) 関係法令の遵守状況 

g) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況 

h) 前回までのマネジメントレビューの結果に対する処置状況のフォローアップ 

i) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更 

j) 改善のための提案 

k) 資源の妥当性 

l) 保安活動の改善のために実施した処置の有効性 

 

5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット 

(1) 理事長は、マネジメントレビューのアウトプットには、次の事項に関する決定及び処置を含め、管理責任者に必要な

改善を指示する。 

a) 品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善 

b) 業務の計画及び実施に関連する保安活動の改善 

c) 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源 

d) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善 
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e) 関係法令の遵守に関する改善 

(2)マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する（4.2.4参照）。 

(3) 管理責任者は、(1)項で改善の指示を受けた事項について必要な処置を行う。 

 

６．資源の運用管理 

6.1 資源の確保 

 保安に係る組織は、保安活動に必要な次に掲げる資源を明確にし、それぞれの権限及び責任において確保する。 

(1) 人的資源（要員の力量） 

(2) インフラストラクチャ（個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系） 

(3) 作業環境 

(4) その他必要な資源 

 

6.2 人的資源 

 

6.2.1 一般 

(1) 保安に係る組織は、原子力の安全を確実なものにするために必要とする要員を明確にし、保安に係る組織体制を

確保する。 

(2) 保安に係る組織の要員には、業務に必要な教育・訓練、技能及び経験を判断の根拠として、力量のある者を充て

る。 

(3) 外部へ業務を委託することで要員を確保する場合には、業務の範囲、必要な力量を明確にすることを確実にする。 

 

6.2.2 力量、教育・訓練及び認識 

(1) 保安に係る組織は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、次の事項を確実に実施する。 

a) 保安に係る業務に従事する要員に必要な力量を明確にする。 

b) 必要な力量を確保するための教育・訓練又はその他の処置を行う。 

c) 教育・訓練又はその他の処置の有効性を評価する。 

d) 要員が、品質目標の達成に向けて自らが行う業務のもつ意味と重要性の認識及び原子力の安全に自らどのように

貢献しているかを認識することを確実にする。 

e) 要員の力量及び教育・訓練又はその他の処置についての記録を作成し、管理する。 

 

７．業務の計画及び実施 

 

7.1 業務の計画 

(1) 保安に係る組織は、原子炉施設ごとに運転管理、施設管理、核燃料物質の管理等について業務に必要なプロセス

の計画を策定する。 

(2) 保安に係る組織は、個別業務の計画と、品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事項と整合性（業務

の計画を変更する場合を含む。）を確保する。 

(3) 保安に係る組織は、業務の計画の策定及び変更にあたっては、次の事項のうち該当するものについて個別業務へ

の適用の程度とその内容を明確にする。 

a) 業務の計画の策定又は変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原子力の安全への影響の程度及び必要な

処置を含む。） 

b) 業務・原子炉施設に対する品質目標及び要求事項 

c) 業務・原子炉施設に特有なプロセス及び文書の確立の必要性、並びに資源の提供の必要性 

d) 業務・原子炉施設のための使用前事業者検査等、検証、妥当性確認、監視及び測定並びにこれらの合否判定基準 

e) 業務・原子炉施設のプロセス及びその結果が要求事項を満たしていることを実証するために必要な記録 

(4) 保安に係る組織は、業務の計画を、個別業務の運営方法に適した形式で分かりやすいものとする。 

 

7.2 業務・原子炉施設に対する要求事項に関するプロセス 
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試験炉規則 

（2020/4/1 施行） 

発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準 

（2020/4/1 改訂） 

ＴＣＡ廃止措置計画認可申請書（補正案） 

 

7.2.1 業務・原子炉施設に対する要求事項の明確化 

 保安に係る組織は、次に掲げる事項を要求事項として明確にする。 

a) 業務・原子炉施設に関連する法令・規制要求事項 

b) 明示されてはいないが、業務・原子炉施設に必要な要求事項 

c) 組織が必要と判断する追加要求事項 

 

7.2.2 業務・原子炉施設に対する要求事項のレビュー 

(1) 保安に係る組織は、業務・原子炉施設に対する要求事項をレビューする。このレビューは、その要求事項を適用す

る前に実施する。 

(2) 保安に係る組織は、業務・原子炉施設に対する要求事項のレビューでは、次の事項について確認する。 

a) 業務・原子炉施設に対する要求事項が定められている。 

b) 業務・原子炉施設に対する要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には、それについて解決されている。 

c) 当該組織が、定められた要求事項を満たす能力をもっている。 

(3) 保安に係る組織は、業務・原子炉施設に対する要求事項のレビューの結果の記録及びそのレビューを受けてとら

れた処置の記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

(4) 保安に係る組織は、業務・原子炉施設に対する要求事項が変更された場合には、関連する文書を改定する。ま

た、変更後の要求事項が関連する要員に理解されていることを確実にする。 

 

7.2.3 外部とのコミュニケーション 

 保安に係る組織は、原子力の安全に関して組織の外部の者と適切なコミュニケーションを図るため、効果的な方法を

明確にし、これを実施する。 

 

7.3 設計・開発 

 

7.3.1 設計・開発の計画 

(1) 保安に係る組織は、原子炉施設の設計・開発の計画を策定し、管理する。この設計・開発には、設備、施設、ソフト

ウェア及び原子力の安全のために重要な手順書等に関する設計・開発を含む。 

(2) 保安に係る組織は、設計・開発の計画において、次の事項を明確にする。 

a) 設計・開発の性質、期間及び複雑さの程度 

b) 設計・開発の各段階に適したレビュー、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制 

c) 設計・開発に関する部署及び要員の責任及び権限 

d) 設計開発に必要な内部及び外部の資源 

(3) 保安に係る組織は、効果的なコミュニケーションと責任及び権限の明確な割当てを確実にするために、設計・開発

に関与する関係者(他部署を含む。)間のインタフェースを運営管理する。 

(4) 保安に係る組織は、設計・開発の進行に応じて、策定した計画を適切に変更する。 

 

7.3.2 設計・開発へのインプット 

(1) 保安に係る組織は、原子炉施設の要求事項に関連するインプットを明確にし、記録を作成し、管理する（4.2.4参

照）。インプットには次の事項を含める。 

a) 機能及び性能に関する要求事項 

b) 適用可能な場合は、以前の類似した設計から得られた情報 

c) 適用される法令・規制要求事項 

d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

(2) 保安に係る組織は、これらのインプットについて、その適切性をレビューし承認する。要求事項は、漏れがなく、あ

いまいではなく、かつ、相反することがないようにする。 

 

7.3.3 設計・開発からのアウトプット 
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試験炉規則 

（2020/4/1 施行） 

発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準 

（2020/4/1 改訂） 

ＴＣＡ廃止措置計画認可申請書（補正案） 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発からのアウトプット（機器等の仕様等）は、設計・開発へのインプットと対比した検証

を行うのに適した形式により管理する。また、次の段階に進める前に、承認をする。 

(2) 保安に係る組織は、設計・開発のアウトプット（機器等の仕様等）は、次の状態とする。 

a) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。 

b) 調達、業務の実施及び原子炉施設の使用に対して適切な情報を提供する。 

c) 関係する検査及び試験の合否判定基準を含むか、又はそれを参照している。 

d) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な原子炉施設の特性を明確にする。 

 

7.3.4 設計・開発のレビュー 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発の適切な段階において、次の事項を目的として、計画されたとおりに体系的なレビ

ューを行う。 

a) 設計・開発の結果が、要求事項を満たせるかどうかを評価する。 

b) 問題を明確にし、必要な処置を提案する。 

(2) レビューへの参加者には、レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部署を代表する者及び当該設

計・開発に係る専門家を含める。 

(3) 保安に係る組織は、設計・開発のレビューの結果の記録及び必要な処置があればその記録を作成し、管理する。 

 

7.3.5 設計・開発の検証 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発からのアウトプットが、設計・開発へのインプットとして与えられている要求事項を満

たしていることを確実にするために、計画されたとおりに検証を実施する。 

(2) 設計・開発の検証には、原設計者以外の者又はグループが実施する。 

(3) 保安に係る組織は、設計・開発の検証の結果の記録及び必要な処置があればその記録を作成し、管理する。 

 

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発の結果として得られる原子炉施設又は個別業務が、規定された性能、指定された

用途又は意図された用途に係る要求事項を満たし得ることを確実にするために、計画した方法に従って、設計・開発

の妥当性確認を実施する。ただし、当該原子炉施設の設置の後でなければ妥当性確認を行うことができない場合

は、当該原子炉施設の使用を開始する前に、設計・開発の妥当性確認を行う。 

(2) 保安に係る組織は、実行可能な場合はいつでも、原子炉施設を使用又は個別業務を実施するに当たり、あらかじ

め、設計・開発の妥当性確認を完了する。 

(3) 保安に係る組織は、設計・開発の妥当性確認の結果の記録及び必要な処置があればその記録を作成し、管理す

る。 

 

7.3.7 設計・開発の変更管理 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発の変更を行った場合は変更内容を識別するとともに、その記録を作成し、管理す

る。 

(2) 保安に係る組織は、変更に対して、レビュー、検証及び妥当性確認を適切に行い、その変更を実施する前に承認

する。 

(3) 保安に係る組織は、設計・開発の変更のレビューにおいて、その変更が、当該原子炉施設を構成する要素（材料又

は部品）及び関連する原子炉施設に及ぼす影響の評価を行う。 

(4) 保安に係る組織は、変更のレビュー、検証及び妥当性確認の結果の記録及び必要な処置があればその記録を作

成し、管理する。 

 

7.4 調達 

 

7.4.1 調達プロセス 

(1) 保安に係る組織は、調達する製品又は役務（以下「調達製品等」という。）が規定された調達要求事項に適合するこ

とを確実にする。 
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試験炉規則 

（2020/4/1 施行） 

発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準 

（2020/4/1 改訂） 

ＴＣＡ廃止措置計画認可申請書（補正案） 

(2) 保安に係る組織は、保安活動の重要度に応じて、供給者及び調達製品等に対する管理の方式と程度を定める。こ

れには、一般産業用工業品を調達する場合は、供給者等から必要な情報を入手し、当該一般産業用工業品が要求

事項に適合していることを確認できるよう管理の方法及び程度を含める。 

(3) 保安に係る組織は、供給者が要求事項に従って調達製品等を供給する能力を判断の根拠として、供給者を評価

し、選定する。また、必要な場合には再評価する。 

(4) 保安に係る組織は、調達製品等の供給者の選定、評価及び再評価の基準を定める。 

(5) 保安に係る組織は、供給者の評価の結果の記録及び評価によって必要とされた処置があればその記録を作成し、

管理する。 

(6) 保安に係る組織は、適切な調達の実施に必要な事項（調達製品等の調達後における、維持又は運用に必要な保

安に係る技術情報を取得するための方法及びそれらを他の原子炉設置者と共有する場合に必要な処置に関する方

法を含む。）を定める。 

 

7.4.2 調達要求事項 

(1) 保安に係る組織は、調達製品等に関する要求事項を仕様書にて明確にし、必要な場合には、次の事項のうち該当

する事項を含める。 

a) 製品、業務の手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項 

b) 要員の力量（適格性を含む。）確認に関する要求事項 

c) 品質マネジメントシステムに関する要求事項 

d) 不適合の報告及び処理に関する要求事項 

e) 安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な要求事項 

f) 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項 

g) その他調達物品等に関し必要な要求事項 

(2) 保安に係る組織は、前項に加え、調達製品等の要求事項として、供給者の工場等において使用前事業者検査又

はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関することを含める。 

(3) 保安に係る組織は、供給者に調達製品等に関する情報を伝達する前に、規定した調達要求事項が妥当であること

を確実にする。 

(4) 保安に係る組織は、調達製品等を受領する場合には、調達製品等の供給者に対し、調達要求事項への適合状況

を記録した文書を提出させる。 

 

7.4.3 調達製品等の検証 

(1) 保安に係る組織は、調達製品等が、規定した調達要求事項を満たしていることを確実にするために、必要な検査

又はその他の活動を定めて検証を実施する。 

(2) 保安に係る組織は、供給者先で検証を実施することにした場合には、その検証の要領及び調達製品等のリリース

（出荷許可）の方法を調達要求事項の中で明確にする。 

 

7.5 業務の実施 

 

7.5.1 個別業務の管理 

 保安に係る組織は、個別業務の計画に従って業務を管理された状態で実施する。管理された状態には、次の事項の

うち該当するものを含む。 

a) 原子力施設の保安のために必要な情報が利用できる。 

b) 必要な時に、作業手順が利用できる。 

c) 適切な設備を使用している。 

d) 監視機器及び測定機器が利用でき、使用している。 

e) 監視及び測定が実施されている。 

f) 業務のリリース（次工程への引渡し）が規定どおりに実施されている。 

 

7.5.2 個別業務に関するプロセスの妥当性確認 
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試験炉規則 

（2020/4/1 施行） 

発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準 

（2020/4/1 改訂） 

ＴＣＡ廃止措置計画認可申請書（補正案） 

(1) 保安に係る組織は、業務実施の過程で結果として生じるアウトプットが、それ以降の監視又は測定で検証すること

が不可能な場合には、その業務の該当するプロセスの妥当性確認を行う。これらのプロセスには、業務が実施され

てからでしか不具合が顕在化しないようなプロセスが含まれる。 

(2) 保安に係る組織は、妥当性確認によって、これらのプロセスが計画どおりの結果を出せることを実証する。 

(3) 保安に係る組織は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、管理する。 

(4) 保安に係る組織は、これらのプロセスについて、次の事項のうち該当するものを含んだ管理の方法を明確にする。 

a) プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準 

b) 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量の確認の方法 

c) 妥当性確認の方法 

d) 記録に関する要求事項 

 

7.5.3 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 保安に係る組織は、業務の計画及び実施の全過程において適切な手段で業務・原子炉施設の状態を識別し、管

理する。 

(2) 保安に係る組織は、トレーサビリティが要求事項となっている場合には、業務・原子炉施設について固有の識別を

し、その記録を管理する。 

 

7.5.4 組織外の所有物 

(1) 保安に係る組織は、組織外の所有物のうち原子力の安全に影響を及ぼす可能性のあるものについて、当該機器

等に対する識別や保護など取扱いに注意を払い、必要に応じて記録を作成し、管理する。 

 

7.5.5 調達製品の保存 

 保安に係る組織は、調達製品の検収後、受入から据付、使用されるまでの間、調達製品を要求事項への適合を維持

した状態のまま保存する。この保存には、識別表示、取扱い、包装、保管及び保護を含める。なお、保存は、取替品、

予備品にも適用する。 

 

7.6 監視機器及び測定機器の管理 

(1) 保安に係る組織は、業務・原子炉施設に対する要求事項への適合性を実証するために、実施すべき監視及び測

定を明確にする。また、そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にする。 

(2) 保安に係る組織は、監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定が実施できることを確

実にする。 

(3) 保安に係る組織は、測定値の正当性を保証しなければならない場合には、測定機器に関し、次の事項を満たすよ

うにする。 

a) 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして校正又は検証する。

そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録し、管理する（4.2.4参照）。 

b) 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整する。 

c) 校正の状態が明確にできる識別をする。 

d) 測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。 

e) 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護する。 

(4) 保安に係る組織は、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、その測定機器でそれまでに

測定した結果の妥当性を評価し、記録する。また、その機器及び影響を受けた業務・原子炉施設に対して、適切な処

置を行う。 

(5) 保安に係る組織は、監視機器及び測定機器の校正及び検証の結果の記録を作成し、管理する。 

(6) 保安に係る組織は、規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコン

ピュータソフトウェアを組み込んだシステムが意図した監視及び測定ができることを確認する。この確認は、最初に使

用するのに先立って実施する。 

 

８．評価及び改善 
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試験炉規則 

（2020/4/1 施行） 

発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準 

（2020/4/1 改訂） 

ＴＣＡ廃止措置計画認可申請書（補正案） 

 

8.1 一般 

(1) 保安に係る組織は、必要となる監視測定、分析、評価及び改善のプロセスを「8.2監視及び測定」から「8.5改善」に

従って計画し、実施する。なお、改善のプロセスには、関係する管理者等を含めて改善の必要性、方針、方法等につ

いて検討するプロセスを含む。 

(2) 監視測定の結果は、必要な際に、要員が利用できるようにする。 

 

8.2 監視及び測定 

 

8.2.1 組織の外部の者の意見 

(1) 保安に係る組織は、品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測定の一つとして、原子力の安全を確保し

ているかどうかに関して組織の外部の者がどのように受けとめているかについての情報を外部コミュニケーションに

より入手し、監視する。 

(2) 保安に係る組織は、前項で得られた情報を分析し、マネジメントレビュー等による改善のための情報に反映する。 

 

8.2.2 内部監査 

(1) 理事長は、品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否かを確認するため、毎年度１回以上、内部

監査の対象業務に関与しない要員により、監査プロセスの長に内部監査を実施させる。 

a) 本品質管理計画の要求事項 

b) 実効性のある実施及び実効性の維持 

(2) 理事長は、内部監査の判定基準、監査対象、頻度、方法及び責任を定める。 

(3) 理事長は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセス、その他の領域（以下「領域」という。）の状態及び

重要性並びに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定するとともに、内部監査に関する基本計画を策

定し、実施させることにより、内部監査の実効性を維持する。また、監査プロセスの長は、前述の基本計画を受けて

実施計画を策定し内部監査を行う。 

(4) 監査プロセスの長は、内部監査を行う要員（以下「内部監査員」という。）の選定及び内部監査の実施において、客

観性及び公平性を確保する。 

(5) 監査プロセスの長は、内部監査員に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関する内部監査をさせない。 

(6) 理事長は、監査に関する計画の作成及び実施並びに監査結果の報告並びに記録の作成及び管理について、その

責任及び権限並びに監査に係る要求事項を明確にした手順を定める。 

(7) 監査プロセスの長は、理事長に監査結果を報告し、内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者

に内部監査結果を通知する。 

(8) 内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者は、前項において不適合が発見された場合には、不

適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講じるとともに、当該措置の検証を行い、それらの結果を監査

プロセスの長に報告する。 

 

8.2.3 プロセスの監視及び測定 

(1) 保安に係る組織は、品質マネジメントシステムのプロセスの監視及び測定を行う。 

 この監視及び測定の対象には機器等及び保安活動に係る不適合についての強化すべき分野等に関する情報を含

める。また、監視及び測定の方法には、次の事項を含める。 

a) 監視及び測定の時期 

b) 監視及び測定の結果の分析及び評価の方法 

(2) 保安に係る組織は、プロセスの監視及び測定の実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、保安活動指標を用い

る。 

(3) 保安に係る組織は、プロセスの監視及び測定の方法により、プロセスが計画どおりの結果を達成する能力があるこ

とを実証するものとする。 

(4) 保安に係る組織は、プロセスの監視及び測定の状況について情報を共有し、その結果に応じて、保安活動の改善

のために、必要な処置を行う。 
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(5) 保安に係る組織は、計画どおりの結果が達成できない又は達成できないおそれがある場合には、当該プロセスの

問題を特定し、適切に、修正及び是正処置を行う。 

 

8.2.4 検査及び試験 

(1) 保安に係る組織は、原子炉施設の要求事項が満たされていることを検証するために、個別業務の計画に従って、

適切な段階で使用前事業者検査等又は自主検査等を実施する。 

(2) 保安に係る組織は、 検査及び試験の合否判定基準への適合の証拠となる使用前事業者検査等又は自主検査等

の結果に係る記録を作成し、管理する。 

(3) 保安に係る組織は、リリース（次工程への引渡し）を正式に許可した人が特定できるよう記録を作成し、管理する。 

(4) 保安に係る組織は、個別業務の計画で決めた検査及び試験が支障なく完了するまでは、当該機器等や原子炉施

設を運転、使用しない。ただし、当該の権限をもつ者が、個別業務の計画に定める手順により承認する場合は、この

限りでない。 

(5) 保安に係る組織は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわれないよう

検査する要員の独立性を確保する。また、自主検査等の検査及び試験要員の独立性については、これを準用する。 

 

8.3 不適合管理 

(1) 保安に係る組織は、業務・原子炉施設に対する要求事項に適合しない状況が放置され、運用されることを防ぐため

に、それらを識別し、管理することを確実にする。 

(2) 保安に係る組織は、不適合の処理に関する管理の手順及びそれに関する責任と権限を定め、これを管理する。 

(3) 保安に係る組織は、次のいずれかの方法で不適合を処理する。 

a) 不適合を除去するための処置を行う。 

b) 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響を評価し、当該業務や機器等の使

用に関する権限をもつ者が、特別採用によって、その使用、リリース(次工程への引渡し)又は合格と判定することを

正式に許可する。 

c) 本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。 

d) 外部への引渡し後又は業務の実施後に不適合が検出された場合には、その不適合による影響又は起こり得る影

響に対して適切な処置をとる。 

(4) 保安に係る組織は、不適合を除去するための処置を施した場合は、要求事項への適合性を実証するための検証

を行う。 

(5) 保安に係る組織は、不適合の性質の記録及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録を作成し、管

理する。 

 

8.4 データの分析及び評価 

(1) 保安に係る組織は、品質マネジメントシステムの適切性及び有効性を実証するため、また、品質マネジメントシステ

ムの有効性の継続的な改善の可能性を評価するために、適切なデータを明確にし、それらのデータを収集し、分析

する。この中には、監視及び測定の結果から得られたデータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含める。 

(2) 保安に係る組織は、前項のデータの分析及びこれらに基づく評価を行い、次の事項に関連する改善のための情報

を得る。 

a) 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析より得られる知見 

b) 業務・原子炉施設に対する要求事項への適合性 

c) 是正処置の機会を得ることを含む、プロセス及び原子炉施設の特性及び傾向 

d) 供給者の能力 

 

8.5 改善 

 

8.5.1 継続的改善 

 保安に係る組織は、品質方針、品質目標、監査結果、データの分析、是正処置、未然防止処置及びマネジメントレビ

ューを通じて、品質マネジメントシステムの有効性を向上させるために継続的に改善する。 
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8.5.2 是正処置等 

(1) 保安に係る組織は、検出された不適合及びその他の事象（以下「不適合等」という。）の再発防止のため、原子力

の安全に及ぼす影響に応じて、不適合等の原因を除去する是正処置を行う。 

(2) 是正処置の必要性の評価及び実施について、次に掲げる手順により行う。 

a) 不適合等のレビュー及び分析 

b) 不適合等の原因の特定 

c) 類似の不適合等の有無又は当該不適合等が発生する可能性の明確化 

d) 必要な処置の決定及び実施 

e) とった是正処置の有効性のレビュー 

(3) 必要に応じ、次の事項を考慮する。 

a) 計画において決定した保安活動の改善のために実施した処置の変更 

b) 品質マネジメントシステムの変更 

(4) 原子力の安全に及ぼす影響が大きい不適合に関して根本的な原因を究明するための分析の手順を確立し、実施

する。 

(5) 全ての是正処置及びその結果に係る記録を作成し、管理する。 

(6) 保安に係る組織は、前項までの不適合等の是正処置の手順（根本的な原因を究明するための分析に関する手順

を含む。）を定め、これを管理する。 

(7) 保安に係る組織は、前項の手順に基づき、複数の不適合等の情報について、必要により類似する事象を抽出し、

分析を行い、その結果から類似事象に共通する原因が認められた場合、適切な処置を行う。 

 

8.5.3 未然防止処置 

(1) 保安に係る組織は、原子力施設及びその他の施設の運転経験等の知見を収集し、起こり得る不適合の重要度に

応じて、次に掲げる手順により適切な未然防止処置を行う。 

a) 起こり得る不適合及びその原因についての調査 

b) 不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価 

c) 必要な処置の決定及び実施 

d) とった未然防止処置の有効性のレビュー 

(2) 全ての未然防止処置及びその結果に係る記録を作成し、管理する。 

(3) 保安に係る組織は、前項までの未然防止処置の手順を定め、これを管理する。 

 

 ３．申請書に添付する書類の記載事項に対する審査基準  

第 16 条の 6 第 2 項 

前項の申請書には、

次の各号に掲げる書

類又は図面を添付し

なければならない。 

  

一 廃止措置対象施

設の敷地に係る図面

及び廃止措置に係る

工事作業区域図 

試験炉規則第 16 条の 6 第 2 項第 1 号 

（２）廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図 

（例）敷地図の中で、廃止措置に係る部分（建屋、施設等）が明らかになっていること。 

添付書類一 

１．廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図 

 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図を図１－１に示す。 

 

二 廃止措置に伴う

放射線被ばくの管理

試験炉規則第 16 条の 6 第 2 項第 2 号 

（３）廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書 

添付書類二 

廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書 
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に関する説明書 原子炉施設の廃止措置においては、公衆及び放射線業務従事者の受ける線量の抑制又は低

減の観点から、廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物の形態（放射性気体廃棄物、放射性液体

廃棄物等の別）に応じて適切な放射線管理の下に、確実に廃棄が行われること、また、廃止措置

期間中の平常時における周辺公衆への影響を確認する。 

１）廃止措置期間中の放射線管理 

廃止措置期間中における核燃料物質による汚染の除去及び放射性廃棄物の廃棄に係る放射

線管理の基本的考え方、具体的方法（一般事項、管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定

若しくは解除、放射線業務従事者の放射線防護並びに放射性廃棄物の放出管理）が示されてい

ること。 

また、廃止措置期間中の核燃料物質による汚染の除去、放射性廃棄物の廃棄に係る以下のよ

うな安全対策が示されていること。 

①核燃料物質による汚染の拡散防止策 

核燃料物質による汚染の拡散防止のため、必要に応じて汚染拡大防止囲い、局所フィルタを使

用する等の措置が講じられること。また、放射性気体廃棄物について、施設内の給排気系の機能

が維持されること。 

②被ばく低減対策 

核燃料物質による汚染の除去に当たって、必要に応じて遮蔽体の設置、呼吸保護具の着用等

の外部被ばくの低減及び内部被ばくの防止等の措置が講じられること。 

２）廃止措置に伴う放射性廃棄物の発生量 

廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物について、適切な分類により発生量が評価されている

こと。 

３）廃止措置期間中の平常時における周辺公衆の線量の評価 

原子炉施設の廃止措置期間中の放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の環境への放出

に伴う周辺公衆の線量、放射性固体廃棄物の保管に伴う直接線及びスカイシャイン線による周辺

公衆の線量が適切に評価されていること。 

①気象条件 

廃止措置期間中の原子炉施設からの平常時における放出放射性物質に起因する周辺公衆の

被ばく線量評価に関し、適切な気象観測方法、観測値の統計処理方法及び大気拡散の解析方法

（以下「気象条件」という。）により、大気中における放射性物質の拡散状態が示されていること。 

この適切な気象条件としては、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」（昭和５７年

１月２８日原子力安全委員会決定、平成１３年３月２９日一部改訂。以下「気象指針」という。）に、

大気中における放射性物質の拡散状態を推定するために必要な気象観測方法、観測値の統計

処理方法及び平常運転時の大気拡散の解析方法が示されており、審査に当たっては、これを参

考とする。 

なお、気象指針では「本指針で定めた事項以外の方法を用いる場合があっても、十分な根拠が

１．放射線の被ばく管理 

1.1 放射線管理 

廃止措置期間中の作業環境の放射線監視、被ばく管理、放射線業務従事者の出入り及び搬出物品の管理、

管理区域の指定及び解除、並びに周辺環境の放射線監視等の放射線管理は保安規定に基づいて実施し、法令

又は保安規定で定める基準値を超えないように管理する。 

被ばくのおそれのある作業を行う場合は、随時、作業環境の放射線モニタリングを実施するとともに、作業方法

等の評価を行い、作業方法及び放射線防護方法の改善等の適切な措置を講じ、放射線業務従事者の被ばくの

低減を図る。それらに必要とされるガンマ線エリアモニタ等の放射線管理施設の維持管理を行う。また、周辺環境

への放射性物質の放出管理のために、排気ダストモニタの維持管理を行う。 

 

1.1.1 作業環境の放射線管理 

(1) 線量当量率 

管理区域内の線量当量率は、保安規定に基づき定期的に測定を行い、異常のないことを確認する。また、管

理区域内の線量当量率の変化を生じる遮蔽状況の変化、廃棄物の移動又は特殊な作業がある場合、その都度

線量当量率を測定し、安全確保のために必要な措置を講じる。 

 

(2) 表面汚染 

管理区域内の床の放射性物質の表面密度は、保安規定に基づき定期的に測定を行い、異常のないことを確

認する。 

表面汚染が発生するおそれのある作業等を行う場合は、作業環境を含めて表面密度を測定し、汚染があれば

除染し、汚染の管理を行う。 

 

(3) 空気汚染 

管理区域内の空気中放射性物質の濃度は、保安規定に基づき定期的に測定を行い、異常のないことを確認

する。 

空気汚染の発生するおそれのある作業を行う場合には、汚染拡大防止の養生を設置するとともに、可搬型ダ

ストモニタ等による監視又はサンプリングによる測定により、作業環境の空気中放射性物質の濃度の管理を行

う。 

 

1.1.2 被ばく管理 

作業に当たっては、事前に詳細な作業分析を行い、効率的な作業手順、放射線防護方法（防護具の使用

等）、モニタリング方法等を決定し、放射線業務従事者の被ばくの低減を図る。 

個人の外部被ばく線量は、個人線量計（OSL バッジ、ポケット線量計等）で測定する。内部被ばく線量は、ホ－

ルボディカウンタ又はバイオアッセイ法により評価する。また、作業を実施する前に計画線量を設定し、適宜、線

量の実績値と比較して、放射線業務従事者の線量限度を超えないように管理する。 
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あればその使用を認められるものである」としていることに留意する。 

②放射性物質の放出量の算出 

平常時に周辺環境に放出される放射性物質の量については、解体作業に伴い空気中に飛散す

る粉じん等の放射性物質を対象とし、汚染拡大防止のために廃止措置期間中の作業等で生ずる

粉じん等の拡散を防止するため、排気系フィルタ等放射性物質除去装置、一時的に設けた設備等

の機能を適切に設定し算出されていること。 

なお、炉型の特質や施設の状況に応じ、核種ごとの被ばく寄与を考慮したうえで、評価の対象と

なる放射性物質が考慮されていること。 

③放出放射性物質に起因する周辺公衆の被ばく線量 

評価対象核種の環境移行における特徴を考慮した被ばく経路を設定するとともに、適切なパラ

メータを用いた被ばく評価モデルを設定し、上記①の気象条件及び②の放出量を用いて、周辺監

視区域外の評価地点における、放出放射性物質に起因する被ばく線量が適切に評価されている

こと。 

ここで、「Ⅲ．審査の執務要領 １．基本的考え方」に示したとおり、廃止措置計画については、施

設の解体及び核燃料物質による汚染の除去等の措置が、原子力規制委員会の定める周辺監視

区域外の線量限度を超えないよう講じられるものであること。さらに、原子炉設置者及び旧原子炉

設置者等においては、原子炉施設周辺の一般公衆の線量を合理的に達成できる限り低く保つた

めの努力が払われていること。 

このような観点からの評価の方法としては、原子力安全委員会の「発電用軽水型原子炉施設周

辺の線量目標値に対する評価指針」（昭和５１年９月２８日原子力委員会決定、平成１３年３月２９

日原子力安全委員会一部改訂）（以下「線量評価指針」という。）、旧原子炉安全基準専門部会の

「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」（平成元年３月２

７日原子力安全委員会了承、平成１３年３月２９日原子力安全委員会一部改訂）が示されており、

審査に当たってはこれらを参考とする。 

なお、線量評価指針では、「本指針以外の計算モデルとパラメータを用いる場合があっても、十

分な根拠があれば、その使用は認められるものである」としていることに留意する。 

④廃止措置期間中に保管する放射性固体廃棄物に起因する直接線量とスカイシャイン線量の評

価廃止措置期間中に管理区域内において保管する放射性固体廃棄物に起因する直線線量とス

カイシャイン線量について被ばく線量が評価されていること。 

この場合において、廃止措置期間中に管理区域内において保管する放射性固体廃棄物の保管

量が適切に設定されていること。また、保管廃棄施設の遮蔽設計、評価地点までの距離が適切に

考慮されていること。 

４）廃止措置期間中における放射線業務従事者の受ける線量 

廃止措置期間中における放射線業務従事者の総被ばく線量を事前に評価し、廃止措置における

作業方法、被ばく低減対策の妥当性を検討していること。 

 

1.1.3 放射線業務従事者の出入り及び搬出物品管理 

(1) 出入り管理 

放射線業務従事者に対しては、作業開始前に当該作業についての指示及び教育訓練を行い、管理区域内遵

守事項を徹底させ、作業の安全を図る。 

放射線業務従事者が管理区域に立ち入るときは、保護衣等作業上必要な防護具及び個人線量計を着用のう

え、作業を行う。また、管理区域から退出するときは、ハンドフットクロスモニタ又はサーベイメータによって身体表

面の汚染検査を行い、管理区域外への汚染の拡大防止を図る。管理区域退出時に汚染が検出されたときは、汚

染除去等必要な措置を講じる。 

 

(2) 搬出物品の管理 

管理区域から物品を搬出するときは、物品の表面密度を測定し、保安規定に定める基準を超えた物品を管理

区域外に持ち出すことがないように管理する。 

 

1.1.4 管理区域の指定及び解除 

(1) 管理区域の指定 

管理区域以外の区域における線量当量率、空気中の放射性物質濃度又は表面密度が、法令に定める値を超

えるか、又は超えるおそれがある場合は、対象区域を保安規定に基づき一時的な管理区域として指定する。指定

した管理区域は、壁、さく等の区画物によって区画するとともに、標識を設けることによって他の場所と区別する等

の措置を講じる。 

 

(2) 管理区域の解除 

(1)で指定した管理区域の線量当量率、空気中の放射性物質濃度及び表面密度が法令に定める値以下であ

ることを確認した場合には、その指定を解除する。 

 

1.1.5 周辺環境の放射線監視 

(1) 平常時における放射線監視 

原子炉施設から周辺環境に放出される放射性気体廃棄物は、排気ダストモニタにより、放射性物質の濃度が

線量告示に定める排気中の濃度限度以下であることを連続監視するとともに、保安規定に基づき管理を行う。ま

た、定期的に周辺監視区域の境界付近のモニタリングポストにより空気吸収線量率の監視を行う。 

 

(2) 異常時における放射線監視 

万一、放射性物質の放出を伴う異常が発生した場合には、サーベイメータ等を用いて建家周辺の放射線測定

を行うとともに、環境試料の採取・測定等を行う。 

 



 

26 

試験炉規則 

（2020/4/1 施行） 

発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準 

（2020/4/1 改訂） 

ＴＣＡ廃止措置計画認可申請書（補正案） 

1.2 被ばく評価 

廃止措置期間中における放射線業務従事者及び一般公衆の被ばく評価は、以下のとおりである。 

 

1.2.1 放射線業務従事者の被ばく 

(1) 第１段階（原子炉の機能停止から燃料搬出までの段階） 

第１段階の原子炉の機能停止に係る措置として実施する炉心タンク上部開放部の閉止措置及び燃料の搬出

作業については、従来の施設の保守管理と同様の作業であることから、放射線業務従事者の被ばくについても、

特段の考慮を必要としない。このため、従来と同様、保安規定に基づき放射線管理を適切に行うことで、被ばく低

減を図ることが可能である。 

 

(2) 第２段階（維持管理段階） 

第２段階では、各建家及びそれらの維持管理に必要となる施設・設備について維持管理を行う。これは、従来

の施設の保守管理と同様の作業であることから、放射線業務従事者の被ばくについても、特段の考慮を必要とし

ない。 

このため、従来と同様、保安規定に基づき放射線管理を適切に行うことで、被ばく低減を図ることが可能であ

る。 

 

(3) 第３段階（解体撤去段階） 

第３段階に係る解体撤去工事着手時の被ばくの面からみた施設の状況は、外部被ばくの線源であった燃料は

搬出され、また、内部被ばくに係る汚染状況として、「添付書類四  １．残存放射性物質の評価」で示した放射化

汚染物質等の評価結果から、管理区域内の施設・設備及び建家等の放射化汚染及び二次汚染は極めてわずか

であると評価できる。 

本評価結果及び施設・設備の表面線量の実測値より、全ての管理区域の放射線レベルはバックグラウンドレ

ベルと推定され、第３段階に係る解体撤去工事における放射線業務従事者の外部被ばくは極めてわずかである

と評価できる。また、切断による施設・設備の解体撤去作業では塵埃が発生するが、塵埃中の放射性物質の量

が極めて少ないと評価できること、管理区域内で発生した塵埃に対しては、集塵装置、局所排気装置、汚染拡大

防止の養生等の対策を講じるとともに、放射線業務従事者には防護マスク等の適切な呼吸具を着用させることに

より、放射線業務従事者の内部被ばくを防止することができる。 

第３段階で実施する解体撤去作業等に伴う放射線業務従事者の被ばく線量評価結果については、解体撤去工事に着手す

る前に、本廃止措置計画の変更認可申請を行うことにより示すこととする。 

 

1.2.2 一般公衆の被ばく 

(1) 放射性気体廃棄物の放出による被ばく 

廃止措置の第１段階（原子炉の機能停止から燃料搬出までの段階）及び第２段階（維持管理段階）で発生する放射

性気体廃棄物は、施設の運転段階における原子炉停止時の発生量と同程度であり、従来の廃棄の方法と同様、気体
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廃棄物の廃棄設備の高性能フィルタでろ過した後、排気ダストモニタにより、放射性物質の濃度が線量告示に定める

排気中の濃度限度以下であることを連続監視しながら、排気筒から放出するため、一般公衆への被ばく影響は極めて

小さい。 

廃止措置の第３段階（解体撤去段階）で発生する放射性気体廃棄物は、主として、第３段階で切断対象としている放

射化汚染物質のうち、炉心タンク、水位微調整ピストン、オーバーフロータンク等の切断に伴う放射性物質（切断カー

フ幅、切断回数を考慮した、炉心タンク、水位微調整ピストン、オーバーフロータンク等に含む放射性物質の 11％）が

ある。しかしながら、「添付書類四 １．残存放射性物質の評価」で示した放射化汚染物質等の評価結果から、塵

埃中の放射性物質の量が極めて少ないと評価できること、管理区域内で発生した塵埃に対しては、集塵装置、局

所排気装置、汚染拡大防止の養生等の対策を講じるとともに、ＴＣＡ施設の気体廃棄物の廃棄設備により排気す

るため、放射性塵埃の環境への放出は極めてわずかであると評価できる。したがって、放射性気体廃棄物による

一般公衆の被ばくの影響は極めて小さいと評価できる。 

なお、平常時においては、気体廃棄物の廃棄設備の高性能フィルタによる低減（除去効率99％）が期待できるため、

廃止措置の第３段階の期間中に室内空間に放出される放射性気体廃棄物として、「添付書類三 ３．評価（第３段階）」

に示す事故評価で放出される最大量を想定しても、一般公衆の被ばくは事故時の被ばく評価結果である約1.3×10-6 

mSvの100分の１となり、約1.3×10-8 mSvとなる。 

 

(2) 放射性液体廃棄物の放出による被ばく 

廃止措置の第１段階（原子炉の機能停止から燃料搬出までの段階）及び第２段階（維持管理段階）において発生

する放射性液体廃棄物は、主として、保守点検等を行う作業員が管理区域から退室する際に発生する手洗い水

であり、施設の運転段階における発生量と同程度である。放射性液体廃棄物は、従来の方法と同様、液体廃棄

物の廃棄設備の廃水タンクに一時貯留し、放射性物質の濃度を確認し、線量告示に定める排水中の濃度限度

以下のものについては、原子力科学研究所一般排水溝に排出する。廃水タンクに一時貯留したもののうち排水

中の濃度限度を超えるものについては、原子力科学研究所の放射性廃棄物処理場に運搬して処理するため、一

般公衆への被ばく影響は極めて小さい。 

廃止措置の第３段階（解体撤去段階）において発生する放射性液体廃棄物は、主として、保守点検や解体撤去

等を行う作業員が管理区域から退室する際に発生する手洗い水及び汚染の除去等に伴う解体撤去工事の付随

廃液であり、「添付書類四  １．残存放射性物質の評価」で示した放射化汚染物質等の評価結果から、付随廃液

中の放射性物質の量は極めて少ないと評価できる。これらの放射性液体廃棄物は、従来の方法と同様、液体廃

棄物の廃棄設備の廃水タンクに一時貯留し、放射性物質の濃度を確認し、線量告示に定める排水中の濃度限

度以下のものについては、原子力科学研究所一般排水溝に排出する。廃水タンクに一時貯留したもののうち排

水中の濃度限度を超えるものについては、原子力科学研究所の放射性廃棄物処理場に運搬して処理するため、

一般公衆への被ばく影響は極めて小さい。 

したがって、一般公衆が受ける被ばくは、原子力科学研究所の原子炉設置変更許可申請書共通編添付書類

九に記載している全原子炉施設からの放射性液体廃棄物による実効線量を超えるおそれはない。 
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(3) 放射性固体廃棄物による被ばく 

廃止措置の第１段階（原子炉の機能停止から燃料搬出までの段階）及び第２段階（維持管理段階）で発生する放射

性固体廃棄物は、施設の運転段階における発生量と同程度であることから、放射性固体廃棄物による一般公衆に被

ばく影響を与えることはない。これらの廃棄物は、原子力科学研究所の放射性廃棄物処理場へ引き渡すまでの

間、廃棄物保管場所である作業室で保管する。 

廃止措置の第３段階（解体撤去段階）において発生する放射性固体廃棄物は、原子力科学研究所の放射性廃

棄物処理場へ引き渡すまでの間、作業室のほか、炉室で保管する。炉室は、第３段階における廃棄物保管場所

とする。炉室内に設置されている放射化汚染物質である解体対象機器の廃棄物は、炉室以外に保管しない。廃

棄物保管場所は、原子力科学研究所の放射性廃棄物処理場の保管容量を確保した上で、順次引き渡されるた

め、当該室の保管容量を超えることはない。また、炉室は原子炉運転を考慮して設計されているため、廃止措置

期間中の解体廃棄物の保管に必要な遮蔽及び閉じ込め機能を有しており、これらの機能は炉室の管理区域を解

除するまでの間、維持される。 

さらに、「添付書類四 １．残存放射性物質の評価」で示した放射化汚染物質等の評価結果及びそれらの表面

線量の実測値（バックグラウンドレベル）から、これらの放射性固体廃棄物の放射線レベルは、極めて低いもので

あり、施設運転中に発生するレベルを超えることはない。また、放射化汚染物質の保管についても、遮蔽設計され

た炉室内で行うことから、放射性固体廃棄物による直接線及びスカイシャイン線による一般公衆への被ばく影響

は無視できる。 

 

三 廃止措置中の過

失、機械又は装置の

故障、地震、火災等

があつた場合に発生

することが想定され

る事故の種類、程

度、影響等に関する

説明書 

 

試験炉規則第 16 条の 6 第 2 項第 3 号 

（４）廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生すると想定され

る事故の種類、程度、影響等に関する説明書 

廃止措置計画が認可の基準に適合するものであることを確認するに当たっては廃止措置期間

中の平常時における一般公衆への影響はもとより、廃止措置の工事上の過失等があった場合に

発生すると想定される原子炉施設の事故の種類、程度、影響等を確認する。 

１）想定すべき事故 

核種ごとの被ばくへの寄与を考慮したうえで、放射性物質の放出量が最大となる事故が想定さ

れていること。 

２）事故時における周辺公衆の線量評価 

①気象条件 

廃止措置期間中の原子炉施設からの事故における放出放射性物質に起因する公衆の被ばく

線量評価に関し、適切な気象条件が示されていること。 

この適切な気象条件としては、気象指針に示された大気中における放射性物質の拡散状態を

推定するために必要な気象観測方法、観測値の統計処理方法及び想定事故時の大気拡散の解

析方法があり、審査に当たっては、これを参考とする。 

なお、気象指針では「本指針で定めた事項以外の方法を用いる場合があっても、十分な根拠が

添付書類三 

廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、

程度、影響等に関する説明書 

 

１．概要 

本説明書では、廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生することが想定

される事故が発生したとしても、一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないことを説明する。なお、

想定される事故は、第１段階及び第２段階（解体撤去をしない期間）と第３段階（解体撤去期間）で異なることから

それぞれの段階について評価する。 

 

２．評価(第１段階及び第２段階) 

2.1 最も影響の大きい事故の選定 

廃止措置の工事上の過失、機械若しくは装置の故障又は地震、火災その他の災害に起因して発生すると想定

される事故は以下のとおりである。これらのうち、一般公衆への被ばく影響が最も大きい事故を選定する。 

 

(1) 燃料の搬出作業中等の燃料破損事故 

廃止措置の第１段階において、燃料をＴＣＡ施設からＳＴＡＣＹ施設へ搬出する。事故の想定として、燃料搬出作
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あればその使用を認められるものである」としていることに留意する。 

②放射性物質の放出量 

放射性物質の放出量は、炉型の特質や施設の状況に応じ、核種ごとの被ばくへの寄与を考慮

したうえで放射性物質を考慮し算出されていること。 

③放出放射性物質に起因する周辺公衆の被ばく線量 

評価対象核種の環境移行における特徴を考慮した被ばく経路を設定するとともに、適切なパラ

メータを用いた被ばく評価モデルを設定し、上記①の気象条件及び②の放出量を用いて、敷地外

の評価地点における、放出放射性物質に起因する被ばく線量が適切に評価されていること。 

線量評価の方法としては、上記（３）３）③に述べた原子力安全委員会の指針類を審査に当たっ

て参考とする。廃止措置の工事上の過失等があった場合に発生すると想定される原子炉施設の

事故の種類、程度、影響等が周辺公衆に与える放射線被ばくのリスクを確認する際の考え方とし

ては、「水冷却型試験研究用原子炉施設の安全評価に関する審査指針」（平成３年７月１８日原子

力安全委員会決定、平成１３年３月２９日原子力安全委員会一部改訂）解説における事故評価に

おいて示された考え方を参考とする。 

当該指針では、事故評価に対しては「周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えな

いこと。」を判断の基準のひとつとして示しているが、当該指針解説では、この基準については、

『「著しい放射線被ばくのリスク」を、事故による線量と事故の発生頻度の兼ね合いを考慮して判断

するものである。』とし、『ＩＣＲＰの１９９０年勧告によれば、公衆の被ばくに対する年実効線量限度

として、１ｍＳｖを勧告しているが、特殊な状況においては、５年間にわたる平均が年当たり１ｍＳｖ

を超えなければ、単一年にこれよりも高い実効線量が許されることもありうるとなっている。これは

平常時の放射線被ばくについての考え方であるが、これを発生頻度が小さい「事故」の場合にも適

用することとし、周辺公衆の実効線量の評価値が発生事故当たり５ｍＳｖを超えなければ「リスク」

は小さいと判断する。』としている。 

業中等に何らかの原因（誤操作、地震等）により、燃料の被覆管が破損し、燃料内に蓄積された核分裂生成物

(原子炉停止後約６年（2017年３月末）経過時の核分裂生成物であり、主要な放射性核種は Kr-85、I-129で放射

能量：2.7×107Bq)が環境へ放出されるものとする。 

 

(2) 廃棄物保管中の火災 

施設の維持管理に伴い発生した廃棄物を収納したカートンボックスは、火災防止のため金属製の容器又は金

属製の保管庫に収納する。事故の想定として、カートンボックスを保管中に火災が発生し、粒子状の放射性物質

が環境へ放出されるものとする。廃棄物保管場所に保管されていたカートンボックス内の放射性物質の全量（放

射性核種は Co-60 で放射能量：6.0×104Bq）が環境へ放出されるものとする。なお、カートンボックスには、「添付

書類四 1.3 二次汚染物質」の評価対象機器のうち、維持管理のため機器内面に触れる可能性のある開放型の

炉心タンクに係る放射性物質（炉心タンクに係る二次汚染物質の全放射能量）が収納されていたものとする。 

 

(3) 気体廃棄物の廃棄設備のフィルタユニットの破損 

管理区域から発生した粒子状の放射性物質は、気体廃棄物の廃棄設備のフィルタユニットに蓄積される。事故

の想定として、気体廃棄物の廃棄設備のフィルタユニットが火災により破損し、付着している粒子状の放射性物

質の全量（放射性核種は Co-60 で放射能量：6.0×104Bq）が環境へ放出されるものとする。なお、フィルタユニット

には、「添付書類四 1.3 二次汚染物質」の評価対象機器のうち、開放タンクである炉心タンクより遊離した放射性

物質（炉心タンクに係る二次汚染物質の全放射能量）が蓄積されていたものとする。 

 

(4) その他の災害 

原子炉施設の設置場所は、海抜約９mの位置にある。一方、行政機関により評価された津波による遡上高さは

海抜約６mであることから十分な敷地高さを有しているため、津波に起因する事故を想定する必要はない。また、

東海村が公開している「東海村自然災害ハザードマップ」（2018）(1)より、ＴＣＡ施設が浸水区域に指定されていな

いことから、洪水に起因する事故を想定する必要はない。また、外部火災、台風、竜巻等の災害に起因する事故

については、上記(1)～(3)の事故の想定が燃料内に蓄積された核分裂生成物若しくは粒子状の放射性物質の全

量放出といった最大の想定をしていることから、上記 (1)～(3)の事故で想定している事故の影響を上回ることはな

い。 

 

以上から、廃止措置期間中の第１段階及び第２段階（解体撤去をしない期間）での一般公衆への被ばく影響が

最も大きい事故を選定する。 

「(3) 気体廃棄物の廃棄設備のフィルタユニットの破損」については、放射性核種、放射能量共に「(2) 廃棄物

保管中の火災」と同様であり、事故の影響は同じである。したがって、評価は「 (2) 廃棄物保管中の火災」につい

て実施する。 

以上より、「(1) 燃料の搬出作業中等の燃料破損事故」、「(2) 廃棄物保管中の火災」の事故は、対象の放射

性核種が異なることから、それぞれの事故を評価する。 
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2.2 燃料破損事故の一般公衆の被ばく評価 

 

2.2.1 評価条件 

燃料の搬出作業中等の燃料破損事故における評価条件は以下のとおりである。 

① 燃料の搬出作業中等に破損する燃料は、全燃料が破損したものとする。 

② ＴＣＡ施設の特性、また、最終運転日から約６年以上経過していることから、対象とする核種は、原子炉運

転中に燃料内に蓄積された核分裂生成物（放射性希ガス及びよう素）のうち、長半減期核種である Kr-85 及

び I-129 とする。 

③ Kr-85 及び I-129 の全量が燃料貯蔵室内に放出されたのち、作業室非常扉から瞬時に地上放出されるも

のとする。 

④ Kr-85 及び I-129 が被ばく評価地点（敷地境界外）に到達するまでの時間減衰は考慮しない。 

 

2.2.2 放出量評価 

燃料内に蓄積された核分裂生成物の蓄積放射能量は、ORIGEN-S により算出した。 

評価に当たっては、核分裂生成物の放射能量が実際の放射能量よりも多くなるように保守的な評価とするた

め、総積算出力（13,923Wh）分の運転を最高熱出力 200W で連続（約 70 時間）して行った後、約６年間冷却する

ものとした。 

全燃料に蓄積する核分裂生成物の蓄積放射能量は、Kr-85 が 2.7×107Bq 及び I-129 が 7.2×101Bq である。

事故時の放射性物質放出量の評価結果を表３－１に示す。 

 

2.2.3 被ばく線量評価 

環境へ放出された放射性物質による一般公衆の被ばく線量として、呼吸に伴う吸入摂取による内部被ばく及びγ線

放出核種からの外部被ばくを評価する。 

 

(1) 相対濃度(χ／Ｑ)、相対線量(Ｄ／Ｑ) 

被ばく線量計算に用いる相対濃度(χ／Ｑ)及び相対線量(Ｄ／Ｑ)は、後述の「4.3.2 被ばく評価に使用する気象条件」

に示す値を用いる。 

 

(2) 計算方法 

1) 放射性物質の吸入摂取による内部被ばくの実効線量は、次式により求められる。 

Ｄi＝Ｒ・(χ／Ｑ)・Σ｛(ＤＣ)ｉ・Ｑｉ｝       (3-1) 

ここで、 

Ｄi   ：核種ｉの吸入に伴う内部被ばくによる実効線量（Sv） 

Ｒ    ：呼吸率(2)（成人の場合1.2ｍ３/ｈ、小児の場合0.31ｍ３/ｈ） 
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よう素については、小児の値を使用する。 

χ／Ｑ  ：相対濃度（ｈ/ｍ３） 

(ＤＣ)i ：１Bqの核種ｉを吸入摂取したときの実効線量係数（Sv/Bq）（表３－１参照） 

よう素については、小児（１歳）の値を使用する。 

Ｑｉ   ：核種ｉの放出量（Bq）（2.2.2項参照） 

 

2) 放射性物質の外部被ばくの実効線量は、次式により求められる。 

Ｄγ＝Ｋγ・(Ｄ／Ｑ)・Σ｛Ｑγｉ｝          (3-2) 

ここで、 

Ｄγ    ：γ線の外部被ばくによる実効線量（Sv） 

Ｋγ    ：空気カーマから実効線量への換算係数（Sv/Gy）（＝１） 

Ｄ／Ｑ  ：相対線量（Gy/(MeV･Bq)） 

Ｑγｉ   ：核種ⅰのγ線換算放出量（MeV･Bq） 

（＝γ線実効エネルギー（MeV）×放出量Ｑｉ（Bq）） 

評価対象核種のγ線の実効エネルギーは表３－１に示すとおりである。 

 

2.2.4 評価結果 

環境に放出される放射性物質による敷地境界外における最大の被ばく線量は、吸入摂取による内部被ばくの

実効線量が約1.6×10-10 mSvであり、γ線放出核種からの外部被ばくの実効線量が約1.2×10-10 mSvである。 

以上より、環境に放出された放射性物質の吸入摂取による内部被ばくの実効線量及びγ線放出核種からの外

部被ばくの実効線量の合計は、約2.8×10-10 mSvである。 

 

2.3 廃棄物保管中の火災による一般公衆の被ばく評価 

 

2.3.1 評価条件 

廃棄物保管中の火災における評価条件は以下のとおりである。 

① 保管中の廃棄物中の放射性物質の全量が瞬時に地上に放出される。 

② 放射性物質が被ばく評価地点（敷地境界外）に到達するまでの時間減衰は考慮しない。 

 

2.3.2 放出量評価 

廃棄物保管場所に保管されていたカートンボックス内の放射性物質の全量（放射性核種は Co-60 で放射能

量：6.0×104Bq）が環境へ放出されるものとする。カートンボックスには、「添付書類四  1.3 二次汚染物質」の評価

対象機器のうち、維持管理のため機器内面に触れる可能性のある開放型の炉心タンクに係る放射性物質（炉心

タンクに係る二次汚染物質の全放射能量）が収納されていたものとする。事故時の放射性物質放出量の評価結果

を表３－２に示す。 
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2.3.3 被ばく線量評価 

環境へ放出された放射性物質による一般公衆の被ばく線量として、呼吸に伴う吸入摂取による内部被ばく及びγ線

放出核種からの外部被ばくを評価する。 

 

(1) 相対濃度(χ／Ｑ)、相対線量(Ｄ／Ｑ) 

被ばく線量計算に用いる相対濃度(χ／Ｑ)及び相対線量(Ｄ／Ｑ)は、後述の「4.3.2 被ばく評価に使用する気象条件」

に示す値を用いる。 

 

(2) 計算方法 

1) 放射性物質の吸入摂取による内部被ばくの実効線量は、次式により求められる。 

Ｄi＝Ｒ・(χ／Ｑ)・Σ｛(ＤＣ)ｉ・Ｑｉ｝       (3-1) 

ここで、 

Ｄi   ：核種ｉの吸入に伴う内部被ばくによる実効線量（Sv） 

Ｒ    ：呼吸率(2)（成人の場合1.2ｍ３/ｈ、小児の場合0.31ｍ３/ｈ） 

χ／Ｑ  ：相対濃度（ｈ/ｍ３） 

(ＤＣ)i ：１Bqの核種ｉを吸入摂取したときの実効線量係数（Sv/Bq）（表３－２参照） 

Ｑｉ   ：核種ｉの放出量（Bq）（2.3.2項参照） 

 

2) 放射性物質の外部被ばくの実効線量は、次式により求められる。 

Ｄγ＝Ｋγ・(Ｄ／Ｑ)・Σ｛Ｑγｉ｝          (3-2) 

ここで、 

Ｄγ    ：γ線の外部被ばくによる実効線量（Sv） 

Ｋγ    ：空気カーマから実効線量への換算係数（Sv/Gy）（＝１） 

Ｄ／Ｑ  ：相対線量（Gy/(MeV･Bq)） 

Ｑγｉ   ：核種ⅰのγ線換算放出量（MeV･Bq） 

（＝γ線実効エネルギー（MeV）×放出量Ｑｉ（Bq）） 

評価対象核種のγ線の実効エネルギーは表３－２に示すとおりである。 

 

2.3.4 評価結果 

廃棄物の保管中の火災により環境に放出される放射性物質による敷地境界外における最大の被ばく線量は、吸入

摂取による内部被ばくの実効線量が約7.7×10-8 mSvであり、γ線放出核種からの外部被ばくの実効線量が約3.0×10-

10 mSvである。 

以上より、廃棄物の保管中の火災により環境に放出された放射性物質の吸入摂取による内部被ばくの実効線量及

びγ線放出核種からの外部被ばくの実効線量の合計は、約7.8×10-8 mSvである。 
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2.4 最も影響の大きい事故における一般公衆の被ばく線量評価結果 

燃料破損事故による実効線量は、約2.8×10-10 mSv、廃棄物保管中の火災による実効線量は、約7.8×10-8 mSv

であることから、廃棄物保管中の火災が最も影響の大きい事故となる。 

以上より、第１段階及び第２段階において最も影響の大きい事故における一般公衆の実効線量は、約7.8×10-8 

mSvであり、判断基準（5mSv）に比べて小さく、一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。 

 

３．評価(第３段階) 

3.1 最も影響の大きい事故の選定 

廃止措置の工事上の過失、機械若しくは装置の故障又は地震、火災その他の災害に起因して発生すると想定

される事故は以下のとおりである。これらのうち、一般公衆への被ばく影響が最も大きい事故を選定する。 

 

(1) 放射化汚染物質の切断作業における汚染拡大防止機器の機能不全  

廃止措置の第３段階の放射化汚染物質の解体撤去工事では、放射化汚染物質の切断作業を行う。切断作業

においては、必要に応じて汚染拡大防止の養生、集塵装置及び高性能フィルタ付局所排気装置の使用等の措

置を行い、切断に伴って発生する粒子状の放射性物質による汚染拡大を防止する。事故の想定として、本作業

中に何らかの原因（機器の故障、誤操作等）により、これらの汚染拡大を防止する機器が機能不全となり、粒子

状の放射性物質が環境へ放出されるものとする。切断対象として想定する設備は、「添付書類四  1.2 放射化汚

染物質」の評価対象機器である炉心タンク、水位微調整ピストン、オーバーフロータンク等とし、その解体撤去工事

における切断により発生する粒子状の放射性物質の全量（原子炉停止後約 10 年（2021年３月末）経過時の推定放

射能量の一部であり、主要な放射性核種は Fe-55、Co-60、Ni-63 等で放射能量：1.1×106Bq）が環境へ放出される

想定とする。 

 

(2) 廃棄物保管中の火災 

廃止措置の第３段階の放射化汚染物質の解体撤去工事では、放射化汚染物質の切断作業を行う。切断作業

において発生する粒子状の放射性物質（原子炉停止後約 10 年（2021 年３月末）経過時の推定放射能量の一部

であり、主要な放射性核種は Fe-55、Co-60、Ni-63 等で放射能量：1.1×106Bq）を捕集した使用済フィルタは、火災

防止のため金属製の容器又は金属製の保管庫に収納する。一方、廃止措置期間中の解体撤去作業等により発

生する可燃性廃棄物を収納したカートンボックスについても、同様に、火災防止のため金属製の容器又は金属製の

保管庫に収納する。事故の想定として、放射化汚染物質の切断において発生した粒子状の放射性物質を捕集し

た使用済フィルタを保管中に火災が発生し、粒子状の放射性物質が環境へ放出されるものとする。さらに、火災

が、廃止措置期間中の解体撤去作業等により発生する可燃性の廃棄物を収納したカートンボックスに延焼し、カ

ートンボックス内に含まれる放射性物質（主要な放射性核種は Co-60 で放射能量：6.1×105Bq）が環境へ放出され

る想定とする。切断により発生した粒子状の放射性物質及びカートンボックス内の放射性物質の全量が環境へ

放出されるものとする。なお、カートンボックスには、「添付書類四  1.3 二次汚染物質」の全評価対象機器の放射
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性物質（二次汚染物質の全放射能量）が収納されていたものとする。 

 

(3) その他の災害 

 第１段階及び第２段階と同様、津波、洪水に起因する事故を想定する必要はない。また、外部火災、台風、竜巻等の

災害についても第１段階及び第２段階と同様、上記(1)、(2)の事故の想定が放射性物質の全量放出といった最大の想

定をしていることから、上記(1)、(2)の事故で想定している事故の影響を上回ることはない。 

 

以上から、廃止措置期間中の第３段階（解体撤去期間）での一般公衆への被ばく影響が最も大きい事故を選

定する。 

上記「(2) 廃棄物保管中の火災」による想定では、「(1) 放射化汚染物質の切断作業における汚染拡大防止

機器の機能不全」で想定した放射化汚染物質の全放出に加え、カートンボックス内の二次汚染物質の全放出も

含んでいることから「(1) 放射化汚染物質の切断作業における汚染拡大防止機器の機能不全」を包含する。 

以上より、一般公衆への被ばく影響が最も大きい事故として、「(2) 廃棄物保管中の火災」を選定する。 

 

3.2 廃棄物保管中の火災の一般公衆の被ばく評価 

3.2.1 評価条件 

廃棄物保管中の火災における評価条件は以下のとおりである。 

① 廃棄物保管中に、火災が発生し、保管中の廃棄物中の放射性物質の全量が瞬時に環境へ放出されるも

のとする。 

② 放射性物質が被ばく評価地点（敷地境界外）に到達するまでの時間減衰は考慮しない。 

③ 放射化汚染物質の切断により発生する粒子状の放射性物質に係る評価対象核種は、実効線量への寄与

を考慮したうえで優位な放射能となる、Fe-55、Co-60、Ni-63 等の 30 核種を選定する。（表３－３参照） 

 

3.2.2 放出量評価 

放射化汚染を生じている部分の切断を行う可能性のある全ての設備について、切断により発生する粒子状の放射

性物質の全量（主要な放射性核種はFe-55、Co-60、Ni-63等で放射能量：1.1×106Bq）が放出するものとする。 

切断により発生する粒子状の放射性物質の量は、構造材全体の約11％とする。（切断後のチップが「20cm×20cm×

構造材の厚さ」となる切断回数及び切断カーフ幅1.2cm(3)と想定し、粒子状の放射性物質の量を切断カーフ幅と切断長

から算出することとした場合、その量は構造材全体の約11％となる。）構造材中の放射性物質の量は、「添付書類四 

1.2.1 評価方法」に記載した評価方法により算出し、原子炉停止後約10年（2021年３月末）経過時の放射能量で評価し

た。事故時の放射性物質放出量の評価結果を表３－３に示す。 

 さらに、カートンボックス内に二次汚染物質の全量が収納され、カートンボックス内の放射性物質の全量（放射性核種

は Co-60 で放射能量：6.1×105Bq）が放出するものとする。事故時の放射性物資の放出量の評価結果を表３－４に示

す。 
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3.2.3 被ばく線量評価 

環境へ放出された放射性物質による一般公衆の被ばく線量として、呼吸に伴う吸入摂取による内部被ばく及びγ線

放出核種からの外部被ばくを評価する。 

 

(1) 相対濃度(χ／Ｑ)、相対線量(Ｄ／Ｑ) 

被ばく線量計算に用いる相対濃度(χ／Ｑ)及び相対線量(Ｄ／Ｑ)は、後述の「4.3.2 被ばく評価に使用する気象条件」

に示す値を用いる。 

 

(2) 計算方法 

1) 放射性物質の吸入摂取による内部被ばくの実効線量は、次式により求められる。 

Ｄi＝Ｒ・(χ／Ｑ)・Σ｛(ＤＣ)ｉ・Ｑｉ｝       (3-1) 

ここで、 

Ｄi   ：核種ｉの吸入に伴う内部被ばくによる実効線量（Sv） 

H-3については、皮膚浸透による摂取を考慮し、本計算結果に増加係数（1.5）を乗じるものとする。 

Ｒ    ：呼吸率(2)（成人の場合1.2ｍ３/ｈ、小児の場合0.31ｍ３/ｈ） 

よう素については、小児の値を使用する。 

χ／Ｑ  ：相対濃度（ｈ/ｍ３） 

(ＤＣ)i ：１Bqの核種ｉを吸入摂取したときの実効線量係数（Sv/Bq）（表３－３及び表３－４参照） 

よう素については、小児（１歳）の値を使用する。 

Ｑｉ   ：核種ｉの放出量（Bq）（3.2.2項参照） 

 

2) 放射性物質の外部被ばくの実効線量は、次式により求められる。 

Ｄγ＝Ｋγ・(Ｄ／Ｑ)・Σ｛Ｑγｉ｝          (3-2) 

ここで、 

Ｄγ    ：γ線の外部被ばくによる実効線量（Sv） 

Ｋγ    ：空気カーマから実効線量への換算係数（Sv/Gy）（＝１） 

Ｄ／Ｑ  ：相対線量（Gy/(MeV･Bq)） 

Ｑγｉ   ：核種ⅰのγ線換算放出量（MeV･Bq） 

（＝γ線実効エネルギー（MeV）×放出量Ｑｉ（Bq）） 

評価対象核種のγ線の実効エネルギーは表３－３及び表３－４に示すとおりである。 

 

3.2.4 評価結果 

環境に放出される放射性物質による敷地境界外における最大の被ばく線量は、吸入摂取による内部被ばくの実効

線量が約1.3×10-6 mSvであり、γ線放出核種からの外部被ばくの実効線量が約4.5×10-9 mSvである。 

以上より、放射化汚染物質の切断作業における使用済フィルタ及び保管中のカートンボックスの火災により、環境
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に放出された放射性物質の吸入摂取による内部被ばくの実効線量及びγ線放出核種からの外部被ばくの実効線量の

合計は、約 1.3×10-6 mSv であり、判断基準（5mSv）に比べて小さく、一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを

与えることはない。 

 

４．原子力科学研究所における 2009 年１月から 2013 年 12 月までの気象条件 

4.1 気象観測の概要 

 原子炉施設の周辺環境に放出される放射性廃棄物による一般公衆の線量評価に使用する気象資料を得るために、

敷地内に「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」（6）（以下「気象指針」という。）に基づき気象観測設備を

配置し、風向、風速、日射量、放射収支量等を観測している。 

 気象観測設備の配置図を図３－１及び図３－２に示す。また、観測項目、気象測器、観測高等を表３－５に示す。 

 

4.1.1 観測点の状況 

(1) 排気筒高さ付近を代表する風向、風速の観測点 

 敷地ほぼ中央の平坦地の露場（標高22m、気象観測塔址の南約60ｍ）に支柱を設置し、地上10ｍの高さ位置に風

向風速計を配置した。また、情報交流棟屋上（気象観測塔址の南西約60ｍ）及び高架水槽上（気象観測塔址の南西

約270ｍ）に支柱を設置し、それぞれ露場を基準とする地上20ｍ、40ｍの高さ位置に風向風速計を配置した。これら

により、原子炉施設の排気筒高さ付近の風向風速の観測を行っている。 

 

(2) 地上風を代表する観測点 

 (1)で述べた露場に設置した地上10ｍでの風向風速の観測値を、敷地を代表する地上風の資料とする。 

 

(3) 大気安定度を求めるための風速、日射量及び放射収支量の観測点 

 風速は、(2)の地上風を代表する観測点で測定した風速を使用する。日射量及び放射収支量については、露場に

配置した気象測器による観測値を使用する。 

 

(4) 大気温度 

 地上1.5ｍで観測した気温を使用する。 

 

4.1.2 気象観測項目 

 次の観測項目について連続観測を行い、毎時の観測値を得ている。 

風向、風速 ： 地上10ｍ（標高32ｍ）、地上20ｍ（標高42ｍ）、 

地上40ｍ（標高62ｍ） 

大気温度  ： 露 場 

湿 度   ： 露 場 

日射量   ： 露 場 
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放射収支量 ： 露 場 

降雨量   ： 露 場 

気 圧   ： 気象観測室 

 

4.1.3 気象測器の検定 

 気象測器のうち、気象庁の検定対象のものについては、検定合格品を使用し、定期的に点検校正を行っている。 

 

4.2 敷地における観測結果 

 安全解析に使用する気象データは、2009年１月から2013年12月までの５年間とし、その観測結果を以下に述べる。 

 

4.2.1 風向 

(1) 風向出現頻度 

 図３－３は、2009年～2013年の年間の風向頻度及び静穏出現頻度の５年平均値を地上10ｍ、20ｍ、40ｍのそれ

ぞれについて示したものである。５年平均の年風向頻度を地上10ｍについてみると、西北西～北北西の３方位の合

計が26％（北西10％）、北北東～東北東の３方位の合計が31％（北北東12％）となる。 

 

(2) 低風速時の風向出現頻度 

 地上10ｍ、20ｍ、40ｍそれぞれについての低風速（0.5～2.0ｍ/ｓ）時の風配図を図３－４に示す。10ｍについては

西～北西の出現頻度が高い。 

 

4.2.2 風速 

(1) 平均風速 

 地上10ｍ、20ｍ、40ｍのそれぞれにおける５年間の月別平均風速を図３－５に示す。春季、秋季に風速が大きく、

夏季、冬季が小さい傾向を示す。年平均風速は、地上10ｍ、20ｍ、40ｍでそれぞれ1.9ｍ/ｓ、2.6ｍ/ｓ、4.2ｍ/ｓであ

る。 

 

(2) 風速階級別出現頻度 

 地上10ｍ、20ｍ、40ｍのそれぞれについての５年平均の風速階級別による年間出現頻度を図３－６に示す。年間

出現頻度図において最も高い頻度を示す風速階級は、地上10ｍでは１～２ｍ/ｓ未満で38％、地上20ｍでは同じく１

～２ｍ/ｓ未満で32％、地上40ｍでは３～４ｍ/ｓ未満で23％である。 

 

(3) 静穏継続時間出現回数及び静穏時間 

 地上10ｍ、20ｍ、40ｍにおける静穏（風速0.5ｍ/ｓ未満）継続時間の出現回数及び静穏時間を表３－６に示す。観

測高が高くなるほど、静穏の継続時間及び静穏時間が短くなる。静穏継続時間は、地上10ｍでは最大６時間である

が、地上20ｍでは４時間、地上40ｍでは２時間であり、静穏時間は、地上10ｍで434時間、地上20ｍで180時間、地
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上40ｍで40時間である。 

 

(4) 風向別風速 

 地上10ｍ、20ｍ、40ｍにおける風向別による年平均風速を図３－７に示す。夏季の卓越風である北北東～東北東

の風速が大きく、冬季の卓越風である西北西～北北西の風速は比較的小さい。 

 地上10ｍ、20ｍ、40ｍそれぞれについての風向別による風速出現頻度を図３－８～図３－10に示す。地上10ｍ、

20ｍ、40ｍとも、北北東風あるいは北東風の場合は、大きい風速の出現頻度が高く、西北西風又は北西風の場合

は低風速の出現頻度が高い。 

 

4.2.3 大気安定度 

 大気安定度は、地上10ｍの風速（敷地を代表する地上風）と日射量又は放射収支量を基に、表３－７の大気安定度

分類表に従って決定する。なお、同表中の中間安定度Ａ-ＢはＢに、Ｂ-ＣはＣに、Ｃ-ＤはＤに、また、ＧはＦに含めて統

計処理を行う。 

(1) 大気安定度出現頻度 

 年間及び５年平均の大気安定度の出現頻度を図３－11に示す。年により多少異なるが、５年平均で見ると不安定

（Ａ～Ｃ型）が29％、中立（Ｄ型）が44％、安定（Ｅ～Ｆ型）が27％である。 

 ５年平均の月別による大気安定度の出現頻度を図３－12に示す。夏季はＤ型が高く、冬季はＦ型が高い。 

 

(2) 大気安定度別による継続時間出現回数 

 ５年平均の大気安定度の継続時間の出現回数を表３－８に示す。不安定（Ａ、Ｂ、Ｃ型）は長くとも11時間である

が、中立（Ｄ型）及び安定（Ｅ、Ｆ、Ｇ型）のときには15時間以上継続する場合もある。 

 

4.3 安全解折に使用する気象条件 

4.3.1 観測期間の気象データの代表性の検討 

 安全解析に使用する気象データは2009年～2013年の５年間の平均データであり、気象状態を代表しているものと考

えられるが、念のため2009年～2013年のそれぞれの年が長期間の気象状態を代表しているものかどうかについて検

定を行った。 

 検定項目は、年間の風向頻度及び風速階級とし、2003年～2013年の11年間の敷地内の気象データを用いて、不良

標本の棄却検定に関するＦ分布検定により行った。 

 本検定では、11年間のうちから選んだ１年を注目する標本年とし、残りの10年を他の標本年として、次式により棄却

検定値Ｆ０を求め、有意水準５％にて棄却検定する。 

   
  ２

２

０
０

Ｓ1＋ｎ

Χ－Χ1－ｎ
＝Ｆ




    (3-3) 
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ｎ

ｉ＝１
ｉ ｎΧ＝Χ  

 
ｎ

ｉ＝１

２

ｉ
２ ｎΧ－Χ＝Ｓ  

 ここで、 

Ｆ０    ： 棄却検定値 

Ｘ
―

 ： 注目する標本年を除く10年分のデータの平均値 

Ｘ０ ： 注目する標本年のデータ 

ｎ ： 10 

Ｓ ： 標準偏差 

 検定の結果を表３－９、表３－10に示す。同表中の＊印が棄却データである。2009年～2013年の各年の中で、28項

目中棄却された項目は２項目で、2009年～2013年の５年間の気象データは、長期間の気象状態を代表していると判断

される。 

 

4.3.2 被ばく評価に使用する気象条件 

 原子力科学研究所の原子炉施設に係る想定事故時に周辺環境に放出される放射性物質による一般公衆の線量評

価のための気象データとしては、2009年１月～2013年12月の５年間の風向、風速及び大気安定度の観測値を基に出

現頻度からみてほとんど遭遇しない大気拡散状態を推定し、「気象指針」に示された方法に従って、次のように相対濃

度（χ／Ｑ）及び相対線量（Ｄ／Ｑ）を求める。 

(ⅰ) 相対濃度は、毎時刻の気象データと実効放出継続時間を基に、方位別に非居住区域（周辺監視区域及び敷

地から敷地内居住地を除いた区域）外で最大となる着目地点について求める。 

(ⅱ) 着目地点の相対濃度は、毎時刻の相対濃度を５年間について小さい方から累積した場合、その累積出現頻度

が97％に当たる相対濃度とする。 

(ⅲ) 被ばく線量計算に用いる相対濃度は、上記(ⅱ)で求めた相対濃度のうち陸側方位で最大の値を使用する。 

 

 相対濃度（χ／Ｑ）は、次式により計算する。 

  
Ｔ

ｉ＝１
ｉｄｉ δχ／Ｑ

Ｔ

1
＝χ／Ｑ     (3-4) 

 ここで、 

χ／Ｑ ： 実効放出継続時間中の相対濃度（ｈ/ｍ３） 

Ｔ ： 実効放出継続時間（ｈ） 

(χ／Ｑ)ｉ ： 時刻ｉにおける相対濃度（ｈ/ｍ３） 
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ｄδｉ ： 時刻ｉにおいて風向が当該方位ｄにあるとき ｄδｉ＝１ 

  時刻ｉにおいて風向が他の方位にあるとき  ｄδｉ＝０ 

 方位別による相対濃度（χ／Ｑ）の累積出現頻度を求めるとき、静穏時の取扱いについては風速を0.5ｍ/ｓとして計

算し、その風向は静穏出現前の風向とする。 

 実効放出継続時間は、事故期間中の放射性物質の全放出量を１時間当たりの最大放出量で除することにより求

める。 

 なお、放射性雲からのγ線量については、相対濃度（χ／Ｑ）の代わりに空間濃度分布とγ線量計算モデルを組み合

わせた相対線量（Ｄ／Ｑ）を相対濃度（χ／Ｑ）と同様の方法で求めて使用する。 

 大気拡散計算は、地上放出として求めた。これらの方位別による計算結果相対濃度（χ／Ｑ）及び相対線量（Ｄ／

Ｑ）の値を表３－11及び表３－12に、累積出現頻度を図３－13及び図３－14に示す。 

 

四 核燃料物質によ

る汚染の分布とその

評価方法に関する説

明書 

 

試験炉規則第 16 条の 6 第 2 項第 4 号 

（５）核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書 

原子炉の機能停止時又は原子炉施設の解体撤去時に原子炉施設に残存する放射性物質（放

射化放射性物質、汚染放射性物質及び原子炉の運転中に発生した放射性固体廃棄物）の種類、

数量及び分布が、原子炉の運転履歴等を基にした計算結果、測定結果等により、適切に評価され

ていること。 

添付書類四 

核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書 

１．残存放射性物質の評価 

1.1 概要 

施設に残存する放射性物質は、放射化汚染物質と二次汚染物質に分けられる。放射化汚染物質は、炉心タ

ンク及び炉心タンク周辺部に設置されている機器等が中性子照射を受けて放射化することにより発生するもので

ある。二次汚染物質は、放射性腐食生成物等が機器等に付着することにより、施設内に残存するものである。  

ＴＣＡ施設における放射化汚染物質及び二次汚染物質の評価は、それぞれ以下のとおりである。 

 

1.2 放射化汚染物質 

原子炉運転による中性子の到達範囲を考慮して、炉室１階及び炉室地階の設備機器、配管、構造物等を対象

として、放射化汚染物質の核種及び放射能量を次の方法により評価した。 

 

1.2.1 評価方法 

放射化汚染物質の評価手順を図４－１に示す。詳細は以下のとおりである。 

(1) 中性子束分布の評価 

JENDL-3.3(1)に基づく MATXS 形式ライブラリ MATXSLIB-J33(2)を TRANSX-2.15(3)コードにより処理して 175 群

の中性子群定数を作成した。この群定数を用いて、Doors 3.2a コードシステム(4)に含まれる２次元輸送計算コード

DORT により各領域における中性子束分布を求めた。 

 

(2) 放射化汚染物質の放射能量の評価 

(1)で算出した各領域における中性子束、 (3)に示す原子炉運転履歴及び(4)に示す機器の組成データを用い

て、SCALE-6.1 コードシステム(5)に含まれる燃焼計算コード ORIGEN-S により、設備機器等ごとの放射化汚染物
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質の放射能濃度を求め、さらに設備機器等の重量を用いることにより放射化汚染物質の放射能量を算出した。  

 

(3) 原子炉運転履歴 

ＴＣＡ施設の初回臨界から最終運転までの年度ごとの積算出力の実績値を入力データとして与えた。ＴＣＡ施設

の年度ごとの原子炉運転履歴を表４－１に示す。 

なお、評価に当たっては、放射化汚染物質の放射能量を実際の放射能量よりも多くなるように保守的な評価と

するため、各年度における積算出力分の運転を最高熱出力 200W で行うこととし、運転日は年度の最終日（３月

31 日）とした。但し、最終運転年度である 2010 年度については、最終運転日の 11 月８日を運転日とした。 

また、冷却時間は、ＴＣＡの最終運転を行った 2010 年 11 月８日から約６年後（2017 年３月末）及び約 10 年後

（2021 年３月末）とした。 

 

(4) 設備の元素組成 

放射化汚染物質の評価対象設備の元素組成は、JIS 記載値、文献 (6),(7)等に基づいて決定した。主要な評価対

象設備の元素組成を表４－２に示す。 

 

(5) 評価対象核種 

評価対象核種は、「試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則」（平

成 17 年 11 月 30 日文部科学省令第 49 号）の別表第一欄第一号の放射能濃度確認対象物に対する第二欄に

規定するもの（但し、超ウラン元素の Pu-239、Pu-241 及び Am-241 を除く）とした。 

 

1.2.2 評価結果 

炉室１階及び炉室地階における主要設備機器について、原子炉停止後約６年（2017 年３月末）経過時及び原

子炉停止後約 10 年（2021 年３月末）経過時における放射化汚染物質の推定放射能量を表４－３及び表４－４に

それぞれ示す。原子炉停止後約６年経過時における放射化汚染物質の総放射能量は約 1.5×107Bq と推定さ

れ、主要な放射性核種は、Fe-55、Co-60、Ni-63 等である。また、原子炉停止後約 10 年経過時における放射化

汚染物質の総放射能量は約 1.0×107Bq と推定され、主要な放射性核種は、Fe-55、Co-60、Ni-63 等である。 

 

1.3 二次汚染物質 

二次汚染物質は、主として、原子炉の運転に伴い発生した放射性腐食生成物等によって二次汚染したもので

あり、その評価対象機器は、炉心タンク水と接触する炉心タンク、ダンプタンク、純水装置（脱塩器）、廃水タンク、

廃水ピット、配管等である。 

二次汚染物質の放射能量は、表面密度に評価対象物の表面積を乗じて評価した。表面密度については、表

面汚染検査計等により測定した結果、最も二次汚染の影響が大きいと想定される炉心タンクにおいて有意な汚

染は検出されなかった。このため、二次汚染物質の放射能量の評価における表面密度は、測定時の検出限界値

0.4Bq/cm2を用いた。 
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二次汚染物質の推定放射能量を表４－５に示す。その結果、二次汚染物質の放射能量の総量は、約 6.1×

105Bq と評価できる。 

五 性能維持施設及

びその性能並びにそ

の性能を維持すべき

期間に関する説明書 

 

試験炉規則第 16 条の 6 第 2 項第 5 号 

（６）性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書 

性能維持施設の各設備等の維持管理、その他の安全対策について、性能を維持すべき期間に

わたって以下の措置を講ずることが示されていること。 

１）建屋(家)・構築物等の維持管理 

放射性物質を内包する系統及び機器を収納する建家・構築物等については、これらの系統及

び機器を撤去するまでの間、放射性物質の外部への漏えいを防止するための障壁及び放射線遮

蔽体としての機能を適切に維持管理すること。 

２）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の維持管理 

新燃料及び使用済燃料を核燃料物質貯蔵設備で保管する期間にあっては、所要の性能を満足

するよう当該核燃料物質貯蔵設備及び核燃料物質取扱設備を維持管理すること。 

また、使用済燃料の著しい損傷を緩和し及び臨界を防止するために必要な設備を維持管理す

ること。 

３）放射性廃棄物の廃棄施設については、適切に維持管理すること。 

４）放射線管理施設の維持管理 

原子炉施設内外の放射線監視、環境への放射性物質の放出管理及び管理区域内作業に係る

放射線業務従事者の被ばく管理に係る設備については、適切に維持管理すること。 

５）解体中に必要なその他の施設の維持管理 

①核燃料の貯蔵管理及び放射性廃棄物の処理に伴い必要な場合、放射線業務従事者の被ばく

低減化のため空気の浄化が必要な場合並びに解体撤去に伴い放射性粉じんが発生する可能性

のある区域で原子炉施設外への放出の防止及び他区域への移行の防止のために必要な場合

は、換気設備を適切に維持管理すること。 

②商用電源が喪失した際、解体中の原子炉施設の安全確保上必要な場合には、適切な容量の

電源設備を確保し、これを適切に維持管理すること。 

③その他の安全確保上必要な設備（照明設備、補機冷却設備等）については、適切な機能が確

保されるよう維持管理すること。 

６）検査・校正 

性能維持施設の各設備、機器等及び廃止措置に伴い保安のために講じる措置等については、

安全の確保上必要な機能及び性能を必要な期間中維持できるよう適切な頻度で検査・校正を行う

こと。 

７）その他の安全対策 

原子炉施設の廃止措置期間中においては、保安のために以下のような措置を講じることが示さ

れていること。 

添付書類五 

１．性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間  

廃止措置期間中に機能を維持すべき施設・設備については、原子炉施設外への放射性物質の放出抑制、放

射性廃棄物の処理処分及び放射線業務従事者が受ける放射線被ばくの低減といった観点から決定し、保安規

定に基づき、廃止措置の各過程に応じて要求される性能を維持することとする。 

施設区分毎の維持管理は、以下のように実施する。また、廃止措置期間中に性能を維持すべき設備及びその

性能並びにその性能を維持すべき期間は、本文 表７－１に示すとおりである。 

原子力科学研究所の原子炉施設の共通施設である放射性廃棄物の廃棄施設の放射性廃棄物処理場、並び

に放射線管理施設の屋外管理用の主要な設備のうちモニタリングポスト、モニタリングステーション装置、中央監

視装置及び環境放射線観測車は、廃止措置中維持管理し、ＴＣＡ施設の廃止措置終了後も他の原子炉施設の

共通施設として維持管理する。 

 

1.1 原子炉本体 

原子炉本体は、炉心から全ての燃料が取り出し済みであり、軽水も排水状態であるため、維持すべき施設・設

備に該当しない。 

 

1.2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設は、未臨界を維持し燃料を安全に貯蔵するために必要である。したがっ

て、本文 表７－１に示すとおりである。に示すとおり、燃料貯蔵室及び燃料要素格納容器の維持管理を行う。 

 

1.3 原子炉冷却系統施設 

原子炉冷却系統施設は、廃止措置期間中に軽水による冷却や遮蔽機能を必要としないため、維持すべき施

設・設備に該当しない。 

 

1.4 放射性廃棄物の廃棄施設 

放射性廃棄物の廃棄施設は、管理区域内における汚染拡大を防止し、気体状及び液体状の放射性物質の環

境への放出を抑制するために必要である。したがって、本文  表７－１に示すとおり、気体廃棄物の廃棄設備及び

液体廃棄物の廃棄設備の維持管理を行う。 

 

1.5 放射線管理施設 

放射線管理施設は、炉室建家等内外の放射線監視、環境への放射性物質の放出管理及び管理区域内作業

に係る放射線業務従事者の被ばく管理を行うため必要である。したがって、本文  表７－１に示すとおり、放射線

管理施設の維持管理を行う。 
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①管理区域は、放射線被ばく等の可能性の程度に応じてこれを適切に区分し、保安のための措

置を講ずるとともに、放射線業務従事者の不必要な被ばくを防止するため、これらの区域に対す

る立入りを制限する措置を講ずること。 

②周辺環境へ放出される放射性物質の管理が適切に行われていることを確認するため、解体中

の原子炉施設からの放出の管理に係る放射線モニタリング及び周辺環境に対する放射線モニタ

リングを適確に行うこと。 

③核燃料物質が原子炉施設に存在する期間中の原子炉施設への第三者の不法な接近等を防止

する措置を講ずること。 

④放射線障害防止の観点から、火災の防護設備については適切に維持管理すること。 

また、可燃性物質が保管される場所にあっては、火災が生ずることのないよう適切な防護措置

を講じること。 

 

○発電用原子炉施設においては、性能維持施設に係る維持管理方法が示されていること。また、

性能維持施設の維持すべき性能が 

・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会

規則第６号）第二章及び第三章 

又は 

・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５年原子力規

制委員会規則第１０号）第二章及び第三章の規定によらない場合は、その根拠を具体的に記載す

ること。 

 

○試験研究用等原子炉施設の廃止措置は、一般的に、試験研究用等原子炉からの核燃料の撤

去等の試験研究用等原子炉の機能停止、系統の隔離や密閉、試験研究用等原子炉施設の解体

撤去等段階的に長期にわたり実施される。このような廃止措置期間中、試験研究用等原子炉施

設の解体撤去に当たっては、公衆及び放射線業務従事者の受ける線量の抑制又は低減の観点

から、保安のために必要な試験研究用等原子炉施設を適切に維持管理しつつ作業が実施される

必要がある。こうしたことに鑑み、廃止措置の全体計画として、廃止措置の着手時期、維持管理期

間、解体撤去工事に着手する時期及び終了時期を示すために、必要に応じて廃止措置の方針・

手順を時間軸の単位を年度として工程表により示すとともに、廃止措置の全体計画の概要が説明

されていること。 

また、試験研究用等原子炉施設に残存する放射性物質の評価については、試験研究用等原子

炉の機能停止時又は試験研究用等原子炉施設の解体撤去時に試験研究用等原子炉施設に残

存する放射性物質（放射化放射性物質、汚染放射性物質及び試験研究用等原子炉の運転中に

発生した放射性固体廃棄物）の種類、数量及び分布が、試験研究用等原子炉の運転履歴等を基

にした計算結果、測定結果等により、適切に評価されていること。 

 

1.6 原子炉格納施設 

原子炉格納施設である炉室建家は、解体工事等における炉室建家外への放射性物質の漏えいを防止するた

めの障壁及び放射線遮蔽として必要である。したがって、本文  表７－１に示すとおり、炉室建家の維持管理を行

う。 

 

1.7 その他の附属施設 

1.1～1.6 以外で、廃止措置期間中の施設の維持に必要なその他の附属施設（電気設備のうち電灯設備等）に

ついても、保安規定等に基づき気体廃棄物の廃棄対象となる施設の除染が終了するまでの期間、適切に維持管

理を行う。 

 

1.8 検査・校正 

廃止措置期間中に性能を維持すべき設備及び廃止措置に伴い保安のために講じる措置に用いる設備は、安

全確保上必要な機能及び性能を必要な期間維持できるよう適切な頻度で検査・校正を行う。 

 

1.9 その他の安全対策 

 

1.9.1 管理区域の管理 

管理区域は、汚染の除去が終了し管理区域を解除するまでの間、保安規定に基づく管理として区画、標識の

設置、出入管理等を行う。 

 

1.9.2 周辺環境に放出される放射性物質の管理 

解体撤去中の原子炉施設から周辺環境に放出される放射性物質は、従来と同様に保安規定に基づく管理を

行う。保安規定に基づく管理として、放射性気体廃棄物については、気体廃棄物の廃棄設備運転中連続して放

射性物質の濃度測定を行い、放射性液体廃棄物についても、放出の都度、放射性物質の濃度測定を行う。ま

た、定期的に周辺監視区域の境界付近の空気吸収線量率の測定を行う。 

 

1.9.3 核物質防護 

ＴＣＡ施設の燃料は、燃料貯蔵室の燃料要素格納容器に貯蔵中であるため、出入管理等、必要な核物質防護

措置を行う。 

 

1.9.4 火災の防護設備の維持管理 

保安規定等に基づき、消火器、自動火災報知設備等の火災の防護設備の維持管理を行う。 
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ＴＣＡ廃止措置計画認可申請書（補正案） 

六 廃止措置に要す

る費用の見積り及び

その資金の調達計

画に関する説明書 

 

試験炉規則第 16 条の 6 第 2 項第 6 号 

（７）廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書 

①廃止措置に要する費用 

原子炉施設解体に要する費用の見積もり総額が明示されていること。 

②資金調達計画 

実用発電用原子炉については、発電用原子炉施設解体引当金累積積立額が明示され、それを

含めた費用の調達方法が明示されていること。 

添付書類六 

廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書 

１．廃止措置に要する費用 

廃止措置に要する費用の見積り額は、表６－１に示すとおり約 4.7 億円である。 

 

２．資金調達計画 

一般会計運営費交付金、一般会計設備整備費補助金及び一般会計施設整備費補助金により充当する計画であ

る。 

表６－１ 廃止措置に要する費用の見積り額 

単位：億円 

施設解体費 廃棄物処理処分費 合計※ 

約2.0 約2.8 約4.7 

※ 端数処理により、「施設解体費」と「廃棄物処理処分費」の合計と 

「合計」の記載は一致しない場合がある。 

 

 

七 廃止措置の実施

体制に関する説明書 

 

試験炉規則第 16 条の 6 第 2 項第 7 号 

（８）廃止措置の実施体制に関する説明書 

１）主たる工場又は事業所及び廃止措置に係る工場又は事業所において定める以下の事項が定

められていること。 

①廃止措置に係る組織 

②廃止措置に係る各職位の職務内容 

２）廃止措置に係る工場又は事業所における廃止措置の実施に当たり、その監督を行う者を選任

する際の基本方針が定められていること。 

なお、廃止措置の実施に当たりその監督を行う者（以下「廃止措置主任者」という。）としては、

表１記載の者から選任していることが望ましい。 

また、法第４３条の３の２６は、発電用原子炉の運転に関し保安の監督を行う者として発電用原

子炉主任技術者を選任する義務を規定しているが、廃止措置計画認可の際には実用炉規則第１

１６条第２項第１号及び開発炉規則第１１１条第２項第１号において使用済燃料を発電用原子炉の

炉心から取り出していることが確認されており、発電用原子炉が運転されないことから、法第４３条

の３の２６の発電用原子炉主任技術者の選任義務は課されないこととなる。（試験研究用等原子

炉においても同様とする。） 

 

表１ 廃止措置主任者の選任要件 

添付書類七 

廃止措置の実施体制に関する説明書 

１．廃止措置の実施体制 

廃止措置においては、原子力科学研究所原子炉施設設置変更許可申請書及び保安規定に記載された体制の下で

実施し、保安規定に廃止措置の業務に係る各職位の職務内容を明確にする。また、廃止措置の実施に当たり、その監

督を行う者（以下「廃止措置施設保安主務者」という。）の選任及びその選任の基本方針に関する事項並びにその職務

を保安規定において明確にし、廃止措置施設保安主務者に廃止措置の保安の監督にあたらせる。 

 

２．廃止措置を適切に実施するために必要な情報の保持 

原子力科学研究所は、旧日本原子力研究所東海研究所発足以来、ＪＲＲ－１、ＪＲＲ－２、ＪＲＲ－３、ＪＲＲ－４、ＦＣ

Ａ、ＴＣＡ、ＶＨＴＲＣ、ＪＰＤＲ、ＮＳＲＲ、ＳＴＡＣＹ、ＴＲＡＣＹ等の原子炉施設の設計及び工事の経験と 50 年以上の運転

経験を有している。今後も運転、保守を継続及び廃止措置を実施することにより、さらに多くの保守管理、設備改造、保

安管理、放射線管理等の経験、実績を有することとなる。また、運転の状況、汚染分布等の情報についても試験研究

用等原子炉施設の許可の中で維持されるとともに、廃止措置先行施設の情報を取り入れ、参考になる部分を廃止措

置に反映させる。 

 

３．技術者の確保 
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ＴＣＡ廃止措置計画認可申請書（補正案） 

廃止措置対象施設 

に核燃料物質が存 

在する場合 

以下のいずれかに該当する者 

イ 法第４１条第１項の原子炉主任技術者免状を有する者ロ 法

第２２条の３第１項の核燃料取扱主任者免状を有する者 

ハ 技術士法第３２条第１項の規定により技術士登録簿の原子

力・放射線部門に登録を受けた者（試験研究用等原子炉に限る） 

廃止措置対象施設 

に核燃料物質が存 

在しない場合 

以下のいずれかに該当する者 

イ 法第４１条第１項の原子炉主任技術者免状を有する者 

ロ 法第２２条の３第１項の核燃料取扱主任者免状を有す 

る者 

ハ 技術士法第３２条第１項の規定により技術士登録簿の原子

力・放射線部門に登録を受けた者（試験研究用等原子炉に限る） 

ニ 放射性同位元素等の規制に関する法律第３５条第１項の第１

種放射線取扱主任者免状を有する者 
 

令和２年４月１日現在における原子力科学研究所の技術者の数は 298 名であり、このうち、廃止措置の監督を行う

廃止措置施設保安主務者の選任要件である原子炉主任技術者の有資格者は 15 名、第１種放射線取扱主任者の有

資格者は 91 名、核燃料取扱主任者の有資格者は 29 名、技術士（原子力・放射線部門）の有資格者は 10 名である。

今後も廃止措置を適切に実施し、安全の確保を図るために必要な技術者及び有資格者を確保していく。 

 

４．技術者に対する教育・訓練 

廃止措置に係る業務に従事する技術者に対しては、保安規定に基づき、対象者、教育内容、教育時間等の実施計画

を立てて、教育を実施する。 

 

 

 

 

 

 

八 廃止措置に係る

品質マネジメントシス

テムに関する説明書 

 

試験炉規則第 16 条の 6 第 2 項第 8 号 

（９）廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

この項目には以下の記載が明示されていること。 

①原子炉施設保安規定において、事業者の代表者をトップマネジメントとする品質マネジメントシ

ステムを定めること。 

②廃止措置に関する保安活動の計画、実施、評価及び改善の一連のプロセスを明確にし、これら

を効果的に運用することにより、原子力安全の達成・維持・向上を図ることが明示されていること。 

③品質マネジメントシステムのもとで機能を維持すべき設備及びその他の設備の保守等の廃止

措置に係る業務が行われることが明示されていること。 

添付書類八 

廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

１．廃止措置に係る品質マネジメントシステム 

廃止措置期間中における品質マネジメント活動は、「本文十二 廃止措置に係る品質マネジメントシステム」を踏ま

え、原子炉等規制法第 35 条第１項並びに試験炉規則第６条の３及び第 15 条第２項に基づき、保安規定において、理

事長をトップマネジメントとする品質マネジメント計画を定め、保安規定及び品質マネジメント計画書並びにその関連文

書により廃止措置に関する保安活動の計画、実施、評価及び改善の一連のプロセスを明確にし、これらを効果的に運

用することにより、原子力安全の達成・維持・向上を図る。 

また、廃止措置期間中における品質マネジメント活動は、廃止措置における安全の重要性に応じた管理を実施す

る。 

「本文六 性能維持施設」に示す廃止措置期間中の性能維持施設その他の設備の保守等の廃止措置に係る業務

は、この品質マネジメント計画の下で実施する。 

 

 


